




本年の国家公務員の給与に関する勧告等について

人事院給与局次長　岩　崎　　敏

特　集 人事院勧告

はじめに
人事院は、本年 ８ 月 ８ 日、国会及び内閣に対

し、職員の給与に関する勧告及び報告を行い、併

せて、公務員人事管理に関する報告を行った。本

稿では、これらについて紹介したい。

～本年の勧告等の概要～
（給与に関する報告・勧告）

本年は、 ３ 年ぶりに月例給及び特別給をともに

引き上げる勧告となった。

月例給については、民間における賃金の引上げ

を図る動きを反映して、本年 ４ 月分の月例給につ

いて、国家公務員給与が民間給与を平均921円

（0. 23％）下回っていたため、初任給及び若年層

について、俸給月額を引き上げることとした。

また、特別給についても、民間事業所における

昨年 ８ 月から本年 ７ 月までの直近 １ 年間の支給割

合が公務を上回っていたため、支給月数を0. 10月

分引き上げ、年間4. 40月分とすることとした。

（公務員人事管理に関する報告）
給与に関する報告・勧告に併せて行った公務員

人事管理に関する報告では、「人材の確保」、「人

材の育成と能力・実績に基づく人事管理の推進等」

及び「勤務環境の整備」の ３ つの観点から、それ

ぞれ課題と具体的な取組の方向性について示して

いる。

１ 　職員の給与に関する報告・勧告
⑴　本年の国家公務員給与と民間給与の実態

ア　国家公務員給与の状況

人事院は、「令和 ４ 年国家公務員給与等実態調

査」を実施し、一般職の職員の給与に関する法律

（給与法）が適用される常勤職員の給与の支給状

況等について全数調査を行った。

民間給与との比較を行っている行政職俸給表

（一）適用職員（139, 947人、平均年齢42. 7歳）の

平均給与月額は405, 049円となっており、昨年 ４

月と比較して若年層の人数が増加したこと等によ

り2, 104円減少している。なお、税務署職員、刑

務官等を含めた職員全体（253, 401人、平均年齢

42. 5歳）の平均給与月額は413, 064円となってい

る。

イ　民間給与の状況

人事院は、企業規模50人以上、かつ、事業所規

模50人以上の全国の民間事業所約54, 900（母集団

事業所）のうちから、層化無作為抽出法によって

抽出した約11, 800の事業所を対象に、「令和 ４ 年

職種別民間給与実態調査」を実施した。なお、新

型コロナウイルス感染症をめぐる医療現場の厳し

い環境に鑑み、一昨年、昨年に引き続き、病院は

調査対象から除外した。

この調査では、本年 ４ 月分として個々の従業員

に実際に支払われた給与月額及び当該従業員の役

職段階、学歴、年齢等を詳細に調査するととも

に、民間企業における給与改定の状況、昨年 ８ 月

から本年 ７ 月までの直近 １ 年間の特別給の支給実

績等についても調査している。

本年の調査完了率は、民間事業所の理解を得

て、83. 2％と非常に高いものとなっており、調査

結果は広く民間事業所の給与の状況を反映したも

のといえる。
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ウ　国家公務員給与と民間給与との比較

（月例給）

人事院は、「国家公務員給与等実態調査」及び

「職種別民間給与実態調査」の結果に基づき、一

般の行政事務を行っている常勤の行政職俸給表

（一）適用職員と、これらと類似すると認められる

事務・技術関係職種の常勤の民間企業従業員につ

いて、主な給与決定要素である役職段階、勤務地

域、学歴及び年齢を同じくする者同士の ４ 月分の

給与額（公務にあっては平均給与月額、民間に

あっては所定内給与の月額から通勤手当の月額を

減じた額）を対比させ、国家公務員の人員数のウ

エイトを用いて精密に比較（ラスパイレス方式）

を行った。その結果、本年は、国家公務員給与が

民間給与を １ 人当たり平均921円（0. 23％）下回っ

ていた。

（特別給）

人事院は、民間における特別給の支給割合（月

数）を算出し、これを国家公務員の期末手当・勤

勉手当の年間の平均支給月数と比較した上で、

0. 05月単位で改定を行ってきている。

本年の「職種別民間給与実態調査」の結果、昨

年 ８ 月から本年 ７ 月までの １ 年間において、民間

事業所で支払われた特別給は、年間で所定内給与

月額の4. 41月分に相当しており、国家公務員の期

末手当・勤勉手当の年間の平均支給月数（4. 30月）

が民間事業所の特別給の支給割合を0. 11月分下

回っていた。

⑵　本年の給与の改定等 

ア　月例給

前述のとおり、本年 ４ 月時点で、国家公務員の

月例給が民間給与を921円（0. 23％）下回ってい

ることから、民間給与との均衡を図るため、月例

給の引上げ改定を行うこととした。この改定は、

本年 ４ 月時点の比較に基づいて公務員給与と民間

給与を均衡させるためのものであることから、同

月に遡及して実施することとした。

月例給の改定に当たっては、人材確保の観点等

を踏まえ、若年層について、基本的な給与である

俸給を引き上げることとした。

（行政職俸給表（一））

民間との給与比較を行っている行政職俸給表

（一）について、平均0. 3％引き上げることとした。

具体的には、民間企業における初任給の動向等を

踏まえ、総合職試験及び一般職試験（大卒程度）

に係る初任給について3, 000円、一般職試験（高

卒者）に係る初任給について4, 000円、それぞれ

引き上げることとし、これを踏まえ、20歳台半ば

までの職員が在職する号俸に重点を置き、初任の

係長級（ ３ 級）の若手職員にも一定の改善が及ぶ

よう、30歳台半ばまでの職員が在職する号俸につ

いて、所要の改定を行うこととした。

（行政職俸給表（一）以外の俸給表）

行政職俸給表（一）以外の俸給表についても、行

政職俸給表（一）との均衡を基本に所要の改定を行

うこととした。なお、専門スタッフ職俸給表及び

指定職俸給表については、本年の俸給表改定が若

年層を対象としたものであることから改定を行わ

ないこととした。

イ　特別給

前述のとおり、国家公務員の期末手当・勤勉手

当の年間の平均支給月数が民間事業所の特別給の

支給割合を0. 11月分下回っていた。このため、特

別給については、昨年 ８ 月から本年 ７ 月までの一

年間における民間の特別給の支給割合との均衡を

図るため、支給月数を0. 10月分引き上げ、4. 40月

分とすることとした。支給月数の引上げ分は、民

間の特別給の支給状況等を踏まえつつ、勤務実績

に応じた給与を推進するため、勤勉手当に配分す

ることとし、本年度については、12月期の勤勉手

当に配分し、令和 ５ 年度以降においては、 ６ 月期

及び12月期の勤勉手当が均等になるよう配分する

こととした。

なお、勤務実績をより適切に支給額に反映し得
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るよう、本年の勤勉手当の支給月数の引上げ分の

一部を用いて、上位の成績区分に係る原資の確保

を図ることとした。

また、指定職俸給表適用職員及び再任用職員の

勤勉手当並びに任期付研究員及び特定任期付職員

の期末手当についても、同様に支給月数を引き上

げることとした。

ウ　その他

①　博士課程修了者等の初任給基準の見直し

現在、政府として、産学官の全ての分野におい

て博士人材が活躍する環境を社会全体で整備する

取組が進められていることや、官民を問わず人材

獲得競争が厳しい技術系の人材を公務において確

保する必要があることなどを踏まえ、博士課程修

了者等の処遇を改善するため、本年中に初任給基

準の改正を行い、令和 ５ 年 ４ 月から実施すること

とした。

②　テレワークに関する給与面での対応

人事院は、昨年の勧告時の報告において、テレ

ワークに関する給与面での対応について、引き続

き研究を進めていく旨言及した。これを踏まえ、

研究を進めるため、民間企業や各府省に対するヒ

アリングを行うとともに、本年の「職種別民間給

与実態調査」において、民間企業における在宅勤

務関連手当の支給状況について調査を行った。そ

の結果では、在宅勤務を行う者に対して手当を支

給する事業所の割合は28. 2％であり、昨年の調査

結果（23. 1％）から5. 1ポイント増加している。

また、在宅勤務関連手当を支給しない事業所のう

ち、手当の支給を検討している事業所の割合は

13. 9％となっている。

以上のような状況を踏まえ、公務においても、

テレワークの実施に係る光熱・水道費等の職員の

負担軽減等の観点から、テレワークを行う場合に

支給する新たな手当について、具体的な枠組みの

検討を進めていくこととしている。

⑶　社会と公務の変化に応じた給与制度の整備

社会や公務の変化に適応した人事管理が求めら

れる中で、能率的で活力ある公務組織の実現に向

けて、給与制度についても諸課題に対応できるよ

うアップデートを図る必要がある。本年の報告で

は、こうした認識の下、対応すべき課題や取組事

項について示している。

まず、給与上対応すべき課題として、定年の段

階的引上げ完成までに60歳前後での給与水準が連

続的なものとなるよう措置を講ずることが法律で

定められていることに加え、「若い世代の誘致・

確保」、「積極的な中途採用や機動的で柔軟な配

置・登用のニーズ」、「採用者の年齢・経歴や採用

後のキャリアパスの多様化」、「働き方が多様化す

る中での職員の活躍支援や公務組織の全国展開の

体制確保等の要請」がある。

次に、こうした課題に対応する上で必要と考え

られる取組として、例えば、「若年層をはじめと

する人材の確保等の観点を踏まえた公務全体のあ

るべき給与水準」、「多様な人材の専門性等に応じ

た給与の設定」、「65歳定年を見据えた60歳前・60

歳超の給与カーブ」、「初任層、中堅層、管理職層

などキャリアの各段階における能力・実績や職責

の給与への的確な反映」、「定年前再任用等をめぐ

る状況を踏まえた給与」、「社会や公務の変化に応

じた諸手当の見直し」がある。

今後、官民の状況を踏まえつつ、給与制度の

様々な側面から一体的に取組を進めていく。具体

的には、令和 ５ 年夏に措置の骨格案を示せるよう

検討を進め、その後令和 ６ 年に、その時点で必要

な給与制度上の措置の成案を示し、施策を講ずる

ことを目指すこととしている。また、その後も、

段階的な定年引上げが完成する令和13年 ３ 月を見

据えた更なる措置等に向けて対応を図っていく。

２ 　公務員人事管理に関する報告
行政を支える公務組織が能率的で活力ある組織

であり続けるために、時代環境に適応できる多様
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な有為の人材を継続的に確保し、計画的に育成す

ること、職員一人一人がやりがいを持って職務を

遂行し、その能力を十全に発揮できる職場環境を

整備することが必要であるとの公務員人事管理に

関する基本認識を示した上で、以下⑴から⑶まで

のとおり、現在直面する課題とそれらに対する具

体的な取組の方向性について示している。

⑴　人材の確保

（課題）

民間企業等との人材獲得競争がし烈になる中で

採用試験申込者数が減少傾向にあり、採用試験の

在り方の見直しは喫緊の課題である。また、多様

な経験・専門性を有する民間人材の円滑な採用の

ため、運用面・制度面の課題の解消にスピード感

を持って取り組む必要がある。

（対応）

ア　採用試験の見直し

近年減少傾向にある採用試験の申込者数を増加

させるため、学生等にとってより受験しやすい試

験となるよう、総合職春試験の実施時期の前倒

し、教養区分の受験可能年齢引下げ及び試験地追

加、合格有効期間の延伸等について検討を進め、

令和 ４ 年度内に方針を決定することとしている。

また、総合職大卒程度試験（教養区分以外）及び

一般職大卒程度試験の受験可能年齢引下げ、一般

職大卒程度試験の新区分創設、総合職院卒者試験

の受験資格見直しについても検討を進め、令和 ５

年度内を目途に方針を決定することとしている。

イ　民間との人材交流の円滑化

民間人材の活用促進のため、高度デジタル人材

に係る特定任期付職員の採用及び本府省の課長

級・室長級への一般任期付職員の採用について基

準を明示し、各府省限りで採用できる範囲を拡大

することとした。また、給与決定について、現行

制度上可能となっている柔軟な取扱いの明文化等

を始め、運用・制度の両面から各府省を支援する

こととしている。加えて、官民人事交流について、

交流基準の見直し等を検討することとしている。

⑵　人材の育成と能力・実績に基づく人事管理の

推進等

（課題）

職員の能力を引き出し、組織のパフォーマンス

を最大限発揮するためには、職員の能力・適性等

を考慮した育成、人事評価結果の任用・給与等へ

の適切な反映が重要である。また、職員がキャリ

アを自律的に考えられるよう、人事当局による

キャリアパスモデルの提示、成長機会の積極的な

付与、管理職員による部下職員との適切なコミュ

ニケーションが求められる。

（対応）

ア　研修を通じた人材の育成

マネジメント能力向上のため、課長級行政研修

のコース新設や係長級等の基礎教材を作成し、あ

わせて、若年層の職員等のキャリア形成支援の研

修を充実させることとしている。さらに、民間人

材が採用後早期に公務になじみ能力を発揮できる

よう研修教材等を充実させることとしている。ま

た、管理職員への研修等で女性登用に係る意識改

革を推進していくこととしている。

イ　能力・実績に基づく人事管理の推進等

人事評価制度の見直しを踏まえ、能力・実績の

ある人材の登用やメリハリのある処遇がなされる

よう制度を周知し、あわせて、納得感のある人事

管理推進のため、管理職員の評価・育成能力の向

上に向けて各府省の研修を支援していくこととし

ている。

⑶　勤務環境の整備 

（課題）

組織の構成員である職員のWell-being実現等に
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向けた職場環境整備のため、働き方改革の推進は

急務であり、中でも長時間労働の是正は人材確保

の観点からも喫緊の課題である。また、ライフス

タイルが多様化する中、場所・時間を有効活用で

きるテレワークが広がっており、柔軟な働き方に

対応した勤務時間制度の整備が必要である。さら

に、民間で健康経営が進展する中、公務において

も職員の健康管理等を進める必要がある。

（対応）

ア　長時間労働の是正

本年 ４ 月に人事院が新設した勤務時間調査・指

導室において、客観的記録を基礎とした超過勤務

時間の適正な管理について各府省に対する指導を

行うこととしている。また、他律部署・特例業務

の範囲の指定や医師の面接指導の徹底に関する指

導、管理職員のマネジメントに関する助言も行っ

ていくほか、デジタルの活用など業務見直しの好

事例を収集・整理の上、横展開していくこととし

ている。

また、業務量に応じた定員・人員確保について、

その必要性を指摘し、定員管理を担当する部局に

対して必要な働きかけを行っていくこととしてい

る。国会対応業務については、質問通告の早期

化、オンラインによる対応は超過勤務の縮減に寄

与しているとしつつ、引き続き国会対応業務の改

善を通じた超過勤務の縮減について国会を始めと

する関係各方面の理解と協力をお願いしている。

イ　テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務

時間制度等の検討

学識経験者により構成される研究会の中間報告

において提言されたフレックスタイム制及び休憩

時間制度の柔軟化を速やかに措置することとして

おり、テレワークや勤務間インターバル確保の方

策、更なる柔軟な勤務時間制度等について本年度

内を目途に結論を得るべく、研究会において引き

続き検討することとされている。

ウ　健康づくりの推進

職員の健康増進を担う各府省の健康管理体制の

充実を検討するため、官民の実態等を調査するこ

ととしている。また、ストレスチェックの更なる

活用を促進するほか、人事院が設けている「ここ

ろの健康相談室」のオンライン相談窓口を拡充す

ることとしている。

エ　仕事と生活の両立支援

不妊治療のための出生サポート休暇や育児休業

等の制度を利用しやすい環境整備のため、不妊治

療に関するイベントの開催や研修教材の提供等に

より、周知啓発や各府省を支援することとしてい

る。また、定年の段階的な引上げを背景に今後

ニーズが高まると考えられる介護や学び直しと仕

事との両立に関し、介護休暇や自己啓発等休業制

度等に係る調査研究を行うこととしている。

オ　ハラスメント防止対策

幹部・管理職員向け研修を組織マネジメントの

観点も反映して見直し、令和 ５ 年度から実施する

ほか、各府省担当者の専門性向上や迅速・適切な

事案解決のための相談体制の整備に向けて実情・

課題を把握し、対応を検討することとしている。

おわりに
人事院勧告制度は、労働基本権制約の代償措置

として、国家公務員の適正な処遇を確保しようと

するものである。職務に精励している職員に適正

な給与を支給することは、職員の努力や実績に報

いるとともに、組織活力の向上等を通じて、行政

の効率的、安定的な運営に寄与するものである。

人事院は、国会及び内閣に対し、このような人事

院勧告制度の意義や役割に深い理解を示し、勧告

どおりの給与改定を実施するよう要請している。
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はじめに
公務員連絡会は、本年の人事院勧告期における

要求として、①急激な物価上昇のなか、民間春闘

や全印刷・全造幣における中労委調停による ３ 年

ぶりのベア獲得などの成果を引き継ぎながら、公

務員の月例給及び一時金の引上げを勧告させるこ

と、②初任給の改善等により若年層における民間

との格差の解消を図ること、③再任用職員への手

当の拡充を含め高齢層職員の処遇の見直しを図る

こと、④特例業務や他律的部署のあり方の見直し

など実効性ある超過勤務の縮減策を実現するこ

と、⑤常勤職員との権衡に基づく更なる非常勤職

員の待遇を改善させること等を人事院に求め、取

組を強化した。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か

ら、日比谷野音での決起集会や交渉支援行動は中

止となったが、国家公務員関係部会は夏季決起集

会を ３ 年ぶりに開催した。また、各構成組織は職

場集会等に取り組み、意思統一を図った。

本稿では、本年の報告・勧告における主要な課

題の特徴及び公務員連絡会としての基本的な評価

について述べたい。

１ ．給与関係の報告・勧告
⑴　月例給与（官民較差）について

本年の官民較差は、民間給与が405, 970円だっ

たのに対し、国家公務員給与は405, 049円となり、

921円、0. 23％民間が上回った。これまで公表さ

れている民間の春闘結果や全印刷・全造幣のベア

の状況をみれば、月例給の官民較差（民調結果）

は小さかったこととなる。この点について、民間

の賃金と国家公務員との賃金をラスパイレス比較

する人事院の民調の結果と、連合や経団連の調査

とでは、調査の対象や規模、方法も異なってお

り、また全印刷・全造幣の調停作業も中労委独自

の調査結果を基に行われるものであるため、単純

に比較することはできない。しかし、総じて言え

ば、全国的に賃金引上げのトレンドにはあるもの

の、未だ大幅なものにはなっていないと受け止め

ざるを得ない。物価上昇局面が続き、勤労者の生

活を圧迫している中にあって、より一層の賃金引

上げが必要である。

今回の改定により、18歳（一般職試験（高卒））

に係る初任給は4, 000円、22歳（一般職試験（大

卒））に係る初任給は3, 000円引き上げとなる。ま

た、行政職俸給表（一）以外の俸給表についても、

行政職俸給表（一）との均衡を基本に、改定が行わ

れる。

初任給、若年層職員の官民較差の問題は、この

間幾度となく我々が取り上げてきた要求事項であ

り、また公務における人材確保や非常勤職員の待

遇改善にも寄与することから、今回の改定は、一

定の評価ができる。しかし人事院は、本年の改定

後も、未だ初任給の官民格差は残るとしている。

中高年層職員を含めた全体のバランスを取りつ

つ、国家公務員の初任給を改善していくことは、

引き続き重要な課題である。

一方、中高年層職員、また、再任用職員、専門

スタッフ職及び指定職については、改定が見送ら

れた。

公務員連絡会はこの間、引き続くコロナ禍の中

で、職員は現場で懸命の努力を続けていること、

30年に及ぶ賃金低迷の中で、公務員もまた抜本的

な賃金改善が必要であることに加え、この間の急

国家公務員の給与等に関する勧告等について

公務員労働組合連絡会　副事務局長　高柳　英喜
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激な物価上昇は世代を問わず影響していることか

ら、官民較差が少なかったとしても、全世代への

配分が必要であるとして交渉を重ねてきたが、不

満の残る内容となった。

⑵ 一時金について

① 官民比較と期末・勤勉手当への配分について

民調の結果は、民間における特別給の支給状況

が年間平均で4. 41月分であった。そのため人事院

は、国家公務員の期末手当・勤勉手当の年間の平

均支給月数（4. 30月）が民間事業所の特別給の支

給割合を0. 11月分下回っていたとして、本年は支

給月数を0. 10月分引き上げ、4. 40月分とするよう

勧告を行った。再任用職員については、0. 05月分

引き上げ、2. 30月となる。その上で、支給月数の

引上げ分は、全て勤勉手当に充てられることとさ

れた。

３ 年ぶりに支給月数増となることは、コロナ禍

前の水準の回復には至らないものの、組合員の期

待に一定程度応えたものと受け止める。しかし、

支給月数の引上げ分を、全て勤勉手当に充てるこ

とは問題がある。

人事院は、この理由として「公務員賃金には、

なお厳しい見方があり、民間の査定効果分と一律

分との比率に極力近づける必要がある」と述べて

いるが、勤勉手当の割合と民間の考課査定分の割

合とを同程度とすることが、そのような見方を解

消する上で、どの程度効果的かは疑問である。こ

の間のコロナ禍において明らかになったとおり、

行政・公共サービスの基本に置かれるべきことは、

「国民のニーズに対して、全国どこであっても、

誰に対しても、一律に対応できる」という、民間

には求められない原理である。民間の比率に近づ

けることだけでなく、全ての公務員が安んじて職

務に専念できるような配分の在り方を構築し、処

遇を改善することも必要であると考える。

また、一時金を勤勉手当のみに配分すること

は、特に育児休業を取得する職員にとっては、不

満が残る内容であることを指摘しておきたい。

今回の措置により、全体の一時金の中で勤勉手

当が占める割合は、45. 45％となる。一方、民間

の考課査定分（係長クラス）は、人事院の資料に

よれば45. 9％と、ほぼ遜色ない数字となることか

ら、今後、人事院に対しては、一時金のあり方に

ついて、改めて、意見交換の場を持つことを求め

ていく。

② 引上げ分の一部を用いて成績上位者への配分

原資とすることについて

人事院は、今回の一時金の改定において、勤勉

手当の支給月数の引上げ分の一部（各期0. 01月分）

を用いて、上位の成績区分に係る原資の確保を図

るとした。今回措置を講じる理由について、ア）

昨年行われた人事評価制度の見直しへの対応、

イ）勤務実績をより適切に反映すること、ウ）こ

のような措置はプラス改定の時にしかできないこ

とを挙げている。

再任用職員については、各期0. 025月引上げの

うち、0. 005月分を成績上位者に配分するとして

いる。

支給月数の引上げ分の一部を、上位の成績区分

に係る原資に回し、成績上位者に厚く配分する今

回の勧告は、公務員連絡会として、上記①と同様

の理由等により、極めて遺憾であると言わざるを

得ない。

しかし、2005年、2007年に人事院が同様の措置

を講じた際は、引上げ分0. 05月を全て勤勉手当に

充て、さらに、その内の0. 03月分を査定原資に回

すというものであった。今回、粘り強い交渉を通

じて最小単位である「夏・冬ともに0. 01月分」に

止めるに至ったことは、本年度の人勧期交渉にお

ける成果と考える。

⑶ 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備

人事院は、能率的で活力があり、一人一人が躍

動できる公務組織の実現に向けて様々な取組を進
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める中で、給与面においても諸課題に対応できる

よう、給与制度のアップデートに向けて一体的に

取り組むとしている。公務員連絡会では、これ

を、2005年に勧告された「給与構造改革」および

2014年に勧告された「給与制度の総合的見直し」

を踏まえた、俸給表および諸手当を一体的に見直

す新たな制度改革であると捉えている。

現段階で想定される課題としては、先に述べた

初任給や若年層職員の給与水準のほか、定年の段

階的な引上げに関する改正国公法附則に明記され

た、60歳前後の給与カーブに係る問題、再任用職

員の給与や手当支給を含めた課題、地域手当をは

じめとした、この数年で検討対象となる各種手当

の見直し等が挙げられる。

人事院は、2023年に骨格案、2024年にその時点

で必要な措置の成案を示し施策を講ずることを目

標としている。

見直しが想定される課題には、我々が要求して

きた課題も含まれ、どれも職員の生活や将来設計

に大きく影響するものである。人事院はこの間の

交渉の中で、我々との協議を行うことを明言して

いることを踏まえ、2023春闘期を始めとして、交

渉・協議を強化し、合意に基づく対応を求めてい

く。

２ ．公務員人事管理に関する報告について
国家公務員の人材の確保に関わって、国家公務

員総合職の志望者数は、直近の2022年度春に実施

した総合職試験では ６ 年ぶりに前年度と比べて増

加（前年比7. 1％）したものの、堅調な民間の雇

用情勢を考えると今後の展望は不透明な情勢とい

える。また、内閣人事局が公表した資料によれ

ば、20代総合職職員の自己都合退職者数が、2013

年度から2019年度の ６ 年間で ４ 倍以上（21人→86

人）に増加しており、総合職・一般職・専門職全

体でみても、 ２ 倍以上（539人→1122人）増加し

ているなど霞が関を中心に深刻な現状が明らかに

なっている。

公務において高い能力と意欲をもった人材の確

保・定着のためには、この間メディア等を通じて

広く指摘されるところの、いわゆる公務職場にお

ける「ブラック化」からの脱却が必要であること

は明らかであり、長時間労働の是正をはじめとす

る勤務環境の整備が極めて重要である。

この点に関して、人事院も本年の人事管理報告

において「長時間労働の是正は、職員の健康の確

保やワーク・ライフ・バランスの実現の観点はも

とより、人材確保の観点からも重要かつ喫緊の課

題」としており、長時間労働の是正に向けて、「客

観的把握に基づく勤務時間管理等についての指

導・助言」「業務量に応じた定員・人員確保」「国

会対応業務の改善」に言及している。

以下では、国家公務員の超過勤務の実態、長時

間労働の是正に向けた国の動き、公務員連絡会の

取組とともに、公務職場における柔軟な働き方に

ついてもその取組等を紹介する。

⑴　超過勤務の実態と課題

人事院が ５ 月に公表した2021年の「上限を超え

て超過勤務を命ぜられた国家公務員の割合」によ

れば、自律部署において、人事院規則で上限とさ

れる、月45時間を超えて超過勤務を行った本府省

職員の割合は13. 5％、年間360時間を超えた同職

員の割合は8. 3％であった。また、他律部署にお

いて月100時間を超えて超過勤務を行った本府省

職員の割合が13. 8％、年720時間を超えた同職員

の割合が11. 0％となり、全ての項目において前年

比増となった。

新型コロナウイルス感染症対策関連業務が年間

を通じて計上されたことを考慮する必要があるも

のの、上限を超えた超過勤務の増大に歯止めがか

かっていないことが明らかとなっており、抜本的

な改善が急務である。

また、上限を超えて超過勤務を命ぜられた特例

業務（他律部署）のうち、国会対応業務が20. 2％

を占めており、職員の大きな負担となっている。
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公務員連絡会もこの間、国会対応業務の改善につ

いての政党への要望、申し入れ等を行ってきた

が、質問通告の早期化、オンラインによる対応

等、引き続き国会対応業務の改善化に向けた取組

を進めていく。

⑵　客観的把握に基づく勤務時間管理の徹底

人事院は2022年 ４ 月より「勤務時間調査・指導

室」を設置して、客観的な記録（在庁時間）と超

過勤務時間を突合して、大きな乖離があればその

理由を確認するなどして、客観的な記録を基礎と

した超過勤務時間の適正な管理について指導を行

うこととしている。今後の取組に期待を持って注

視していくこととするが、事後的なチェックがど

れほど超過勤務縮減に資するものとなるか疑問が

残るところであり、人事院規則に基づく規制に

よって、超過勤務縮減の実効性が現状確保されて

いるのか否かについて、今後も様々な検証を踏ま

えて、必要な改善を図らせる必要がある。

また、人事院は他律部署の範囲について、業務

の実態に即して細かく指定するよう指導を行うと

ともに、特例業務の範囲が必要最小限になるよう

指導を行っていくとしている。

他律的業務は、人事院規則において「業務量、

業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項

を自ら決定することが困難な業務」と定められて

いるが、実際の運用状況について、「超過勤務上

限を超える部署を他律部署に指定する」というよ

うな法の趣旨から逸脱した他律部署の指定の実態

も報告をされている。公務員連絡会は、各府省任

せとなっている他律部署の範囲の指定に対する実

態を明らかにさせる等、客観的な勤務時間管理等

について現場実態を踏まえながら、抜本的な改善

を求めていく。

⑶　業務量に応じた定員・人員確保

人事管理報告において、人事院は、業務量に応

じた定員・人員の確保について、「定員管理を担

当する部局に対して必要な働きかけを行うととも

に、各府省における人材の確保に向けた取組の支

援を行っていく」としている。

この間の新型コロナウイルス感染症や大規模災

害などに対し、上限を超えた超過勤務により対応

せざるを得ない部局、職員が増加していること

は、特例業務の実態からみても明らかであり、業

務量に応じた適切な定員・人員の確保が必要であ

ることは言うまでもない。

公務労協国公関係部会が2021年10月に実施した

生活実態調査においても、「職場の要員状況」に

ついて不満（不安）と回答した者が57. 8％に上り、

生活諸側面についての評価を尋ねた設問において

最も高い数値であった。これらの調査結果等を踏

まえ、平時はもとより、新型コロナウイルス感染

症対応をはじめとする、大規模災害等の緊急事態

に対応できる、適切な人員配置を、引き続き政府

に対して求めていく。

⑷　テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務

時間制度等

本年の人事管理報告において、コアタイムを ２

～ ４ 時間（現行 ６ 時間）と短縮し、フレキシブル

タイムについては ５ 時～22時（現行 ７ 時～22時）

と拡大、 １ 日の最短勤務時間を ２ ～ ４ 時間（現行

６ 時間）にするとしたフレックスタイム制の柔軟

化が報告された。また休憩制度の柔軟化につい

て、おおむね毎 ４ 時間の連続する正規の勤務時間

の後に休憩時間を置く原則は存置しつつ、休憩時

間を置く時間帯にかかわらず、最長で ６ 時間30分

の連続勤務時間を設定可能とした。

フレキシブルタイムの拡大や休憩制度の柔軟化

は、あくまでも職員のワーク・ライフ・バランス、

公務能率の向上に資するものであり、職員の健康

及び福祉が阻害されるような運用となってはなら

ないこと等、これまで人事院に対する意見反映に

努めてきたが、引き続き2023年 ４ 月の施行に向け

人事院に対して必要な情報提供を求めていく。
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一方で、テレワークにおける勤務時間のあり

方、勤務間インターバル等については、2023年勧

告時報告、または勤務時間法等の改正を前提とし

た意見の申出も想定される。公務員連絡会は人事

院の研究会等において、①国家公務員の職場環境

や職務内容は極めて多岐に亘っており、独立行政

法人や地方公務員も含めればさらに対象が拡大す

ることから、数値目標等をもって一律的に制度の

導入を推進しないこと、②制度導入の前提として

余力のある職場、要員の確保が必要であること、

③テレワークを始め、働く時間や働く場所の柔軟

化を推進するに当たっては、職務専念義務を始め

とする各種服務等との整合性を図ることが必要で

あること、等の課題について訴えてきた。引き続

き、研究会における議論を注視し、公務職場の実

態を踏まえた制度となるよう人事院に対して現場

実態を共有しながら意見反映を行っていく。

おわりに
公務員連絡会は、政府に対して、「人事院勧告

を踏まえ、公務員連絡会との交渉・協議、合意に

基づく速やかな給与の改定に係る措置を図るこ

と」を求める要求書を、 ８ 月 ８ 日に国家公務員制

度担当大臣、厚生労働大臣へそれぞれ提出を行っ

た。

給与勧告の取扱いについては、秋の臨時国会で

所要の改正法案が審議されることとなる。昨年は

年度を超えた調整・減額という措置が講じられる

中、給与法等改正法案の提出が本年 ２ 月にずれ込

む異例の状況となったが、法案の審議において当

時の担当大臣は、「人事院勧告が出された場合は

速やかに法案を提出することが基本であることは

全く変わらない。今回は例外中の例外であり、本

来あるべき人事院勧告制度の早期実施というもの

は堅持していかなければならない」との政府の基

本姿勢を明確にしている。

公務員連絡会は、国会対策を強化するととも

に、適切な時期に内閣人事局との交渉を配置し

て、交渉・協議、合意に基づく速やかな給与の改

定に係る措置をめざしていく。
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2022年の人事院勧告では、月給を0. 23％（921

円）、ボーナスを0. 10カ月それぞれ引き上げるよ

う内閣と国会に求めることとなった。勧告通り実

施した場合、新型コロナウイルスの感染拡大が始

まる前の19年以来 ３ 年ぶりのプラス改定となる。

結果として企業業績の回復などによる賃上げの流

れを一定程度は反映した形となった。ただ月給に

関しては俸給表全体を引き上げるのではなく、民

間との格差や人材確保の観点を踏まえ、初任給を

はじめとする若年層に配分し、中高年層は据え置

いた。

公務員人事に関する報告では総合職採用試験

（春）の実施時期前倒しをはじめ、採用試験の見

直しに着手することを盛り込んだ。勤務や出退勤

の時間を自身の都合に合わせて変えられるフレッ

クス制を拡充することも打ち出した。

今年は首相が岸田文雄氏に代わってから初めて

の勧告となった。同氏が打ち出す「新しい資本主

義」では所得向上につながる賃上げを掲げており、

それが公務員にどれだけ波及するかが注目点の一

つとなった。またウクライナ情勢などを受けての

物価高が、国民生活に直撃していたこともあり、

賃上げを求める声が昨年以上に聞こえてきた。小

社では伝統的に人事院勧告については「先取り記

事」を出しており、今年もプレッシャーをひしひ

しと感じながら取材をさせていただいた。

結果として、関係者の皆さまのお力をお借りす

ることで何とか節目節目で記事を配信することが

できた。ちょうどタイミングが重なった最低賃金

のニュースに注目がすべて持っていかれてしまう

かもしれないという心配もあったが、勧告も負け

ないくらい注目を集めたと感じる。ヤフーニュー

スでは勧告関連の記事がたびたびトップニュース

となり、改定幅の先取り記事には3000を超えるコ

メ ン ト が 集 ま っ た。 小 社 の 行 政 情 報 サ イ ト

「iJAMP」でも昨年と同様、断トツのクリック数

を記録した。

私にとっては ２ 年続けての勧告取材となった。

「できて当たり前」という １ 年目とはまた違った

重圧を感じていたが、今年も多くの方にニュース

を提供できてほっとしている。お力添えをいただ

いた人事院や職員組合をはじめとする関係者の皆

さまに改めて感謝を申し上げたい。

◇プラス勧告に安堵
「次も頼む」。 ３ 月下旬に当時の部長から電話で

人事院担当続投を伝えられ、私は動揺を隠せな

かった。もちろん人事院が嫌だということは一切

なく、むしろ １ 年間担当させていただき愛着すら

沸きつつあった。ただ、昨年も重圧を感じながら

取材してきたからこそ、「あの夏がまたやってく

るのか…」と思わずにはいられなかったのが正直

なところだ。また、歴代記者の中でも ２ 年連続で

担当することは珍しく、来年は違う担当になると

どこか思い込んでいた。詳しい事情は分からない

が、先輩によると、ここ20年間で人事院を連続し

て担当したのは ２ 人くらいしかいなかったとい

う。

ただ裏を返せば、昨年の私の出来に対して失格

の烙印が押されておらず、また任せてもらえたと

いうことで、前向きに捉えた。 ２ 年目の取材も頑

張ろうと決心し、今年の取材テーマを探ってみ

た。まず給与に目を向けると、昨年の勧告は月給

が据え置き、そしてボーナスが0. 15カ月減となっ

２ 回目の勧告取材

時事通信社　内政部　早田　智大
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たため、今年は盛り返すことができるのか、ある

いは引き下げの流れが続いてしまうのかが、最大

の焦点だった。昨年のボーナス引き下げの要因と

なった新型コロナによる企業業績悪化は多少は改

善されつつあり、今年はプラスになりそうな雰囲

気を感じた。ただ、ウクライナ情勢に伴う物価高

や円高、岸田政権の賃上げ政策などがどれだけ民

間給与に響くかは読めなかった。

それでも経団連や連合といった民間団体が取り

まとめる春闘の集計調査に目を通してみると、平

均賃上げ率は前年から大きく伸びており、ボーナ

スも昨年冬分はやや厳しかったものの、今年夏分

はかなり上がっていた。改定幅がどうなるかはと

もかく、月給もボーナスもとりあえずはプラス勧

告が出るのではないかと感じた。

この予想を基に関係者に話を聞いてみると、

「さすがに上がるのではないか」「月給は上がる気

がするが、ボーナスはどうだろうか」などさまざ

ま見立てがあったが、マイナスになるという予想

はなく、総じてプラスの見方が強かった。ただ昨

年と同様、「（春闘は）業種や規模によってばらつ

きがある。こちらの調査とは集計対象も違ってく

る」（人事院幹部）との指摘を受けたほか、関係

者から「昨年と比較すると改善したかもしれない

が、賃上げ率の数字自体はかなりいいとまでは言

えないのではないか」という意見もあり慎重に見

極めることにした。

そこから取材を重ねた結果、月給とボーナスは

いずれもプラスだろうという予想が確信に変わ

り、「引き上げの公算が高い」との記事を ７ 月の

半ばに出した。昨年は月給については予想が難し

かった（結果として据え置きだった）ため公算記

事を出せず、ボーナスだけ ７ 月末に配信。今年は

より早い段階でどちらの公算も示すことができ

た。公算記事はあくまで民間給与実態調査がまと

まっていない段階での予想記事に過ぎないが、読

者からの関心は高く、間違いがあれば信用を失う

ことにつながる。一方で出す時期が遅すぎると、

記事の意味は薄れてしまうこともあるので、今年

も配信のタイミングには頭を悩ませた。人事院と

職員団体の交渉が進むにつれ、給与改定の方向性

がだんだんと見えてくるものの、正式な発表まで

は記事の内容が合っているか気が気ではなかっ

た。

上げ下げの方向性をつかんだ後は改定幅がどの

くらいになるか探り、いち早く報じるのが次の使

命となる。この先取りに関しては「そこまでやる

必要があるのか」といった声も聞かれるが、

iJAMPをはじめ、読者からの関心は非常に高い。

われわれもその期待に応えなければならないこと

から、小社のいわば「伝統芸」となっている。

今年は改定幅を探るのが昨年よりも難しいと感

じた。昨年の勧告は月給が据え置き、ボーナスは

引き下げ。一方、今回の勧告は引き上げとなる見

込みだったため、昨年と比較しての予想が難し

かった。もしも昨年が引き上げだった場合は「上

げ幅は昨年よりも期待できるか」という切り口で

取材できるが、据え置きや引き下げだったので、

基準点がなく苦労した。それでも月給は1000円未

満、ボーナスは少なくとも0. 1カ月は上がると事

前に把握することできた。さらに細かく探ろうと

したが、取材先によって見方がやや異なる部分が

あったため、詳細な引き上げ幅の明記は避け、

「1000円未満、0. 1カ月以上増」という表現にし、

発表に先立ち配信させていただいた。また、月給

引き上げについては初任給をはじめ、対象が若年

層のみとなることも分かったため、記事に盛り込

んだ。いずれも間違ってはいないという確信は

あったものの、記事を出してからはあまり眠れ

ず、勧告直前の記者説明会で内容を聞いてからよ

うやく心を落ち着かせることができた。

こうして私は ２ 度目の人事院勧告取材を何とか

終えた。昨年はマイナス勧告で落ち込む職員もい

た中、 ３ 年ぶりのプラスとなり心から良かったと

思う。改定幅はとても大きいとまでは言えないか

もしれないが、全国の公務員にとって幾分か励み
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になるのではないか。引き上げ勧告の流れが来年

以降も続くことを祈願したい。

◇人材確保策、効果はいかに
今回の勧告では、引き上げ分はすべて初任給を

含む若年層に配分。公務員志望者の減少傾向が続

く中、人事管理に関する報告では採用試験の大幅

な見直しなども示しており、人材確保に向け、あ

らゆる手だてを講じる姿勢を打ち出した。

幹部候補となる総合職の春試験の申込者数は、

現方式となった2012年度の ２ 万3881人から、22年

度は １ 万5330人まで落ち込んだ。民間との人材獲

得競争が激化していることなどが要因だ。

こうした背景もあってか今回の勧告では、民間

と比べて低い初任給の改善を重視。大卒初任給の

引き上げ幅は29年ぶりに3000円に達した。中途採

用の増加も見据え、専門的な知識や経験に応じた

給与設定も今後検討する。

関係者の中では「初任給が3000円程度上がった

ところで、受験者が増えるとは思えない」という

意見もある。他方、初任給を大幅に上げている民

間との差を少しでも縮め、受験者をつなぎ止める

には必要なのかもしれない。「補佐など役所を支

えている層にもっと報いるべきだ」という声もあ

る。何にせよ来年は俸給表全体をいい方向に改定

できるような原資が生まれることを願う。

人事管理に関する報告では、民間の採用活動が

早期化しているのを受け、総合職春試験の日程を

24年から現行より １ カ月前倒しすることを盛り込

んだ。「企業の内定を得た後では公務員試験を受

けるモチベーションがなくなってしまう」（人事

院幹部）との懸念もあるため、受験者のつなぎ止

めを図る。試験区分の新設や試験会場の追加など

も進め、受験しやすい環境を整える。

私の知り合いにも民間に内定をもらってから、

公務員試験を受ける気持ちが薄れ、そのまま民間

に流れてしまった人が実際にいたので、日程前倒

しの効果を期待したい。施策の直接的な影響を確

かめるのは難しいが、今後の受験者数に引き続き

注目したい。

◇利用しやすい空気感を
志望者の減少については「残業の多さが理由だ」

（職員組合幹部）との声が根強い。そこで人事院

は今年 ４ 月から、長時間労働の是正に向け新たな

部署を設置し、各府省への指導強化に乗り出し

た。若手の退職者が増える中、残業を生む要因の

一つとなっている国会対応をはじめ、業務の効率

化が急務。公務員の仕事の魅力向上を含め、課題

は山積している。

働き方に関しては、フレックスタイムの拡充も

人事管理に関する報告で打ち出しており、職員の

ワークライフバランスを充実させる狙いだ。現行

で ６ 時間となっている最短勤務時間を各府省や部

署の実情に応じて、 ２ ～ ４ 時間に見直すほか、午

前 ９ 時～午後 ４ 時の間に ５ 時間設けることが定め

られているコアタイムを ２ ～ ４ 時間に縮小する。

これにより、府省や部署によっては午前あるい

は午後だけの出勤も可能になる。子育て、介護、

余暇など時間の使い方に幅が広がるのは間違いな

い。ただ、各府省でフレックスを活用しやすい環

境も整わなければ、絵に描いた餅となってしま

う。上司が率先して制度を利用し、部下も積極的

に使えるような空気感を各府省で生み出せるかに

今後注目していきたい。

◇終わりに
「勧告取材は ２ 回目だからもう大丈夫でしょ」。

会社の上司や取材先からそのような声を掛けられ

ることもあったが、正直そんなことはまったくな

かった。むしろ ２ 回目だからこそ苦心したことも

あった。 １ 年目は制度面の基礎知識を勉強させて

いただく流れで、ヒントを得ることもあったが、

２ 年目は「本題」について真正面から尋ねなけれ

ばならない場面が増え、聞き方を工夫した。また

個人的な感覚に過ぎないが、書かれることに対す
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る取材先の警戒心も強くなっているように感じら

れた。

先にも記した通り勧告内容の先取り取材は、全

国の公務員向けに配信する小社にとっては重要コ

ンテンツであり、いわば伝統とされている。歴代

記者がそれを守るために努力をしてきたことは耳

が痛くなるほど、先輩たちから聞かされており、

私もがむしゃらに取り組んだ。ただ、担当 ２ 年目

を迎え、私は伝統を大事にしながらも、勧告につ

いて先取りして報じることが世の中や取材先にど

のような影響を与える可能性があるかこれまで以

上に考えながら（もちろん昨年も考えていなかっ

たわけではないが…）取材に臨ませていただいた。

先取り取材のメリットの一つには、人事院が果

たしている役割を世の中により深く知ってもらう

ことができることがあると思う。民間企業で働く

知り合いに尋ねてみると、公務員の給与がどう

やって決まっているか知っている人は少なく、

ネット上では公務員給与が高すぎるなどと一方的

に口出しする人も少なからずいる。先んじて報じ

ることで、公務員給与や人事管理制度を重要

ニュースとして目に止めてもらい、正式な発表の

タイミングで制度面も含めて詳報する。この「 ２

段構え」で報じることにより、公務員に対する理

解を深めてもらう機会が広がる可能性もある。差

し出がましいかもしれないが、このような考え方

もあるのだと頭のほんの隅っこにでも入れていた

だき、これからもどうか私たちと向き合っていた

だけると幸いだ。
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� 令和 ４ 年 ８ 月 ８日

衆 議 院 議 長　　細　田　博　之　殿

参 議 院 議 長　　尾　辻　秀　久　殿

内閣総理大臣　　岸　田　文　雄　殿

� 人事院総裁　　川　本　裕　子

人事院は、国家公務員法、一般職の職員の給与

に関する法律等の規定に基づき、一般職の職員の

給与について別紙第 １のとおり報告し、別紙第 ２

のとおり勧告する。あわせて、公務員人事管理に

ついて別紙第 ３のとおり報告する。

別紙第 １

職員の給与に関する報告

第 １　給与勧告制度の基本的考え方
国家公務員法第28条は、国家公務員の給与につ

いて、国会により社会一般の情勢に適応するよう

に随時変更することができるとしており、本院に

は、その変更に関して勧告することを怠ってはな

らないとするとともに、国会及び内閣に対し、毎

年、少なくとも １回、俸給表が適当であるかどう

かについて報告を行う責務を課している。

国家公務員は、その地位の特殊性及び職務の公

共性に鑑み、憲法で保障された労働基本権が制約

されており、本院の給与勧告は、労働基本権制約

の代償措置として、国家公務員に対し、社会一般

の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有

するものである。給与勧告においては、従前よ

り、給与水準の改定のみならず、俸給制度及び諸

手当制度の見直しも行ってきている。

本院が給与勧告を通じて国家公務員に適正な処

遇を確保することは、職務に精励している国家公

務員の士気の向上、公務における人材の確保や労

使関係の安定にも資するものであり、能率的な行

政運営を維持する上での基盤となっている。

給与勧告では、国家公務員の給与水準を民間企

業従業員の給与水準と均衡させること（民間準拠）

を基本としている。民間準拠を基本とするのは、

国家公務員も勤労者であり、勤務の対価として適

正な給与を支給することが必要とされる中で、公

務の給与水準は、その時々の経済・雇用情勢等を

反映して労使交渉等によって決定される民間の給

与水準に準拠して定めることが最も合理的である

と考えられることによる。

国家公務員給与と民間給与との比較において

は、主な給与決定要素を同じくする者同士の ４月

分の給与を比較している。また、「職種別民間給

与実態調査」は、企業規模50人以上、かつ、事業

所規模50人以上の事業所を調査対象として実施し

ている。

比較方法については、給与は、一般的に、職種

を始め、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等の要

素を踏まえてその水準が定まっていることから、

両者の給与の単純な平均値ではなく、給与決定要

素を合わせて比較（同種・同等比較）することと

している。

また、調査対象については、企業規模50人以上

の多くの民間企業は公務と同様、部長、課長、係

長等の役職段階を有しており、公務と同種・同等

の者同士による給与比較が可能であることに加

え、現行の調査対象となる事業所数であれば、精

緻な調査が可能であり、調査の精確性を維持する

給与等に関する報告等（抜粋）
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ことができること等から、現行の調査対象として

いる。

本年の勧告においても、従来と同様の方法を用

いて民間給与との比較を行うことにより、国家公

務員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給

与を確保していくこととする。

第 ２　公務と民間の給与の状況と本年の給与
改定
１　本年の給与改定を取り巻く諸情勢
⑴　本年の春季賃金改定

本年に入ってからの企業収益については、引き

続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企

業がある一方で、製造業などでは、業績が新型コ

ロナウイルス感染症拡大前の水準を回復した企業

もあるなど、個々の産業や企業によって区々の状

況にあり、本年の春季賃金改定期に当たる ３月の

「月例経済報告」（内閣府）では、「企業収益は、

感染症の影響が残る中で、非製造業の一部に弱さ

がみられるものの、総じてみれば改善している」

とされていた。

また、エネルギー価格や原材料価格等の高騰に

より、物価は上昇しており、同報告では、「国内

企業物価は、このところ上昇している。消費者物

価は、このところ緩やかに上昇している」とされ

ていた。

このような状況を背景に、本年の春季賃金改定

では、昨年を上回るベースアップの実施や、一時

金の増額を行うこととした企業がある一方で、

ベースアップの見送りや新型コロナウイルス感染

症拡大の業績への影響により大幅に削減された一

時金の支給が回復していない企業も見られた。

⑵　民間における最近の賃金・雇用情勢及び物価

の動向等

国家公務員給与と民間給与との比較時点である

本年 ４月の民間における賃金・雇用情勢及び物価

の動向等は次のとおりである。

「毎月勤労統計調査」（厚生労働省、事業所規模

30人以上）によると、本年 ４月の一般労働者の所

定内給与は、昨年 ４月から1. 8％増加している。

「労働力調査」（総務省）によると、本年 ４月の

完全失業率は、昨年 ４ 月から0. 3ポイント低下し

て2. 5％（季節調整値）となっている。

「一般職業紹介状況」（厚生労働省）によると、

本年 ４月の有効求人倍率は昨年 ４月から0. 14ポイ

ント上昇して1. 23倍（季節調整値）、本年 ４ 月の

新規求人倍率は昨年 ４月から0. 29ポイント上昇し

て2. 19倍（季節調整値）となっている。

本年 ４月の消費者物価指数（総務省）は、昨年

４ 月に比べ2. 5％上昇している。また、本年 ４ 月

の国内企業物価指数（日本銀行）は、昨年 ４月に

比べ9. 9％上昇している。

本院が「全国家計構造調査」（総務省）及び「全

国単身世帯収支実態調査」（総務省）を基礎に算

定した本年 ４月における全国の １人世帯の標準生

計費は114, 480円、「家計調査」（総務省）を基礎

に算定した同月における全国の ２人世帯、 ３人世

帯及び ４ 人世帯の標準生計費はそれぞれ178, 930

円、196, 090円及び213, 240円となっている。

このように、最近の民間における賃金・雇用情

勢及び物価の動向等を見ると、新型コロナウイル

ス感染症の影響からの持ち直しの動きが見られる

とともに、物価が上昇しており、こうした状況の

下で本年の民間給与の改定が行われているものと

考えられる。他方、最近の物価の上昇は ２％を超

える大きなものとなっており、今後、物価の動向

や、これを受けた民間給与の状況や生活面への影

響がどうなっていくのか、注視していく必要があ

る。

⑶　行政執行法人（旧現業）の給与改定

行政執行法人のうち、かつて国の現業であった

独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局

の職員の給与改定については、中央労働委員会に

対して調停の申請がなされ、本年 ４月から基準内
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賃金を １人当たり0. 41％相当額の原資をもって引

き上げることを内容とする調停案を労使双方が受

諾して決着した。

⑷　各界の意見

本院は、例年、全国各地で経済界、学界、労働

界等の各界からの参加による公務員問題懇話会や

中小企業経営者等との意見交換を実施しており、

これらの場において、給与勧告の仕組み等につい

て説明し、意見を聴取している。

本年の懇話会等においては、地方において本院

の「職種別民間給与実態調査」の対象となるよう

な規模の企業は少ない、地場の中小零細企業の賃

金と比べると高く安定しているとの指摘もある一

方、優秀な人材を確保するためには相応の給与水

準が必要であり、現行より大きい規模の企業と比

べるべきとの意見もあった。このほか、国家公務

員は諸外国に比べて人数も少なく、少数精鋭で業

務を行っているとの意見や、若者にとって国家公

務員が憧れの職業となるよう、ふさわしい給与が

支給されるようにしてほしいとの意見もあった。

２ 　本年の国家公務員給与と民間給与の実態
⑴　国家公務員給与の状況

本院は、「令和 ４年国家公務員給与等実態調査」

を実施し、一般職の職員の給与に関する法律（給

与法）が適用される常勤職員の給与の支給状況等

について全数調査を行った。

民間給与との比較を行っている行政職俸給表

（一）適用職員（139, 947人、平均年齢42. 7歳）の

平均給与月額は405, 049円となっており、昨年 ４

月と比較して若年層の人数が増加したこと等によ

り2, 104円減少している。

なお、税務署職員、刑務官等を含めた職員全体

（253, 401人、平均年齢42. 5歳）の平均給与月額は

413, 064円となっている。

（注）�　平均給与月額とは、俸給、地域手当、俸

給の特別調整額（管理職手当）、扶養手当、

住居手当等（所定外給与である超過勤務手

当等及び実費弁償的な性格の通勤手当等の

手当を除く。）の全ての給与の平均月額を

いう。

⑵　民間給与の状況

ア　職種別民間給与実態調査

本院は、企業規模50人以上、かつ、事業所規

模50人以上の全国の民間事業所約54, 900（母集

団事業所）のうちから、層化無作為抽出法に

よって抽出した約11, 800の事業所を対象に、

「令和 ４ 年職種別民間給与実態調査」を実施し

た。なお、新型コロナウイルス感染症をめぐる

医療現場の厳しい環境に鑑み、一昨年、昨年に

引き続き、病院は調査対象から除外した。

この調査では、公務の行政職俸給表（一）と類

似すると認められる事務・技術関係22職種の約

43万人及び研究員、教員等32職種の約 ２万人に

ついて、本年 ４月分として個々の従業員に実際

に支払われた給与月額及び当該従業員の役職段

階、学歴、年齢等を詳細に調査するとともに、

各民間企業における給与改定の状況等を調査し

ている。また、民間事業所における昨年冬と本

年夏の特別給の状況等を把握するため、昨年 ８

月から本年 ７月までの直近 １年間の支給実績に

ついても調査している。

本年の調査完了率は、民間事業所の理解を得

て、83. 2％と非常に高いものとなっており、調

査結果は広く民間事業所の給与の状況を反映し

たものといえる。

イ　調査の実施結果

本年の「職種別民間給与実態調査」により把

握した民間給与の状況は、次のとおりである。

ア　初任給の状況

企業全体として見た場合に新規学卒者の採

用を行った事業所の割合は、大学卒で50. 8％

（昨年48. 1％）、高校卒で28. 7％（同29. 2％）
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となっている。そのうち、初任給について、

増額した事業所の割合は、大学卒で32. 9％

（同25. 3％）、高校卒で38. 6％（同29. 3％）、

据え置いた事業所の割合は、大学卒で66. 3％

（同74. 2％）、高校卒で61. 1％（同70. 0％）と

なっている。

イ　給与改定の状況

別表第 １に示すとおり、一般の従業員（係

員）について、ベースアップを実施した事業

所の割合は31. 5％（昨年23. 5％）、ベースダ

ウンを実施した事業所の割合は0. 3％（同

0. 6％）となっている。

また、別表第 ２に示すとおり、一般の従業

員（係員）について、定期に行われる昇給を

実施した事業所の割合は84. 0 ％（昨年

82. 1％）となっている。昇給額については、

昨年に比べて増額となっている事業所の割合

は30. 4％（同22. 5％）、減額となっている事

業所の割合は2. 8％（同8. 4％）となっている。

このように、初任給の引上げやベースアップ

を実施した事業所の割合は昨年に比べて増加し

ており、業績や人材確保上の必要性等を踏まえ

て相応の賃金水準を確保しようとする動きが見

られる。

３ 　本年の国家公務員給与と民間給与との比較
⑴　月例給

本院は、「国家公務員給与等実態調査」及び「職

種別民間給与実態調査」の結果に基づき、公務に

おいては一般の行政事務を行っている常勤の行政

職俸給表（一）適用職員、民間においては公務の行

政職俸給表（一）と類似すると認められる職種（事

務・技術関係職種）の常勤の従業員について、主

な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴

及び年齢を同じくする者同士の ４ 月分の給与額

（公務にあっては平均給与月額、民間にあっては

所定内給与の月額から通勤手当の月額を減じた

額）を対比させ、国家公務員の人員数のウエイト

を用いて精密に比較（ラスパイレス方式）を行っ

てきている。

本年 ４月分の給与について、民間給与との較差

を算出したところ、別表第 ３に示すとおり、国家

公務員給与が民間給与を １ 人当たり平均921円

（0. 23％）下回っていた。

⑵　特別給

本院は、民間における特別給の支給割合（月数）

を算出し、これを国家公務員の期末手当及び勤勉

手当の年間の平均支給月数と比較した上で、0. 05

月単位で改定を行ってきている。

本年の「職種別民間給与実態調査」の結果、昨

年 ８月から本年 ７月までの １年間において、民間

事業所で支払われた特別給は、別表第 ４に示すと

おり、年間で所定内給与月額の4. 41月分に相当し

ており、国家公務員の期末手当及び勤勉手当の年

間の平均支給月数（4. 30月）が民間事業所の特別

給の支給割合を0. 11月分下回っていた。

４ 　本年の給与の改定等
⑴　改定の基本方針

ア　月例給

前記 ３⑴のとおり、本年 ４月時点で、国家公

務員の月例給が民間給与を921円（0. 23％）下

回っていることから、民間給与との均衡を図る

ため、月例給の引上げ改定を行う必要がある。

この改定は、本年 ４月時点の比較に基づいて公

務員給与と民間給与を均衡させるためのもので

あることから、同月に遡及して実施する必要が

ある。

月例給の改定に当たっては、人材確保の観点

等を踏まえ、若年層について、基本的な給与で

ある俸給を引き上げることとする。

イ　特別給

前記 ３⑵のとおり、国家公務員の期末手当及

人事行政（2022.�10）18

特　集　　人事院勧告



び勤勉手当の年間の平均支給月数が民間事業所

の特別給の支給割合を0. 11月分下回っていた。

このため、特別給については、昨年 ８月から

本年 ７月までの １年間における民間の特別給の

支給割合との均衡を図るため、支給月数を0. 10

月分引き上げる必要がある。

支給月数の引上げ分の期末手当及び勤勉手当

への配分に当たっては、民間の特別給の支給状

況等を踏まえつつ、勤務実績に応じた給与を推

進するため、引上げ分を勤勉手当に配分するこ

ととする。

⑵　改定すべき事項

ア　俸給表

（行政職俸給表（一））

民間との給与比較を行っている行政職俸給表

（一）について、平均0. 3％引き上げることとす

る。

具体的には、民間企業における初任給の動向

等を踏まえ、総合職試験及び一般職試験（大卒

程度）に係る初任給について3, 000円、一般職

試験（高卒者）に係る初任給について4, 000円、

それぞれ引き上げることとする。

また、これを踏まえ、20歳台半ばまでの職員

が在職する号俸に重点を置き、初任の係長級

（ ３級）の若手職員にも一定の改善が及ぶよう、

30歳台半ばまでの職員が在職する号俸につい

て、所要の改定を行うこととする。この結果、

１ 級、 ２ 級及び ３ 級の平均改定率はそれぞれ

1. 7％、1. 1％及び0. 2％となる。

（行政職俸給表（一）以外の俸給表）

行政職俸給表（一）以外の俸給表についても、

行政職俸給表（一）との均衡を基本に所要の改定

を行う。なお、専門スタッフ職俸給表及び指定

職俸給表については、本年の俸給表改定が若年

層を対象としたものであることから改定を行わ

ない。

イ　期末手当及び勤勉手当

期末手当及び勤勉手当については、昨年 ８月

から本年 ７月までの １年間における民間の特別

給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を

0. 10月分引き上げ、4. 40月分とする。支給月数

の引上げ分は、本年度については、12月期の勤

勉手当に配分し、令和 ５ 年度以降においては、

６月期及び12月期の勤勉手当が均等になるよう

配分する。

なお、勤務実績をより適切に支給額に反映し

得るよう、本年の勤勉手当の支給月数の引上げ

分の一部を用いて、上位の成績区分に係る原資

の確保を図ることとする。

また、指定職俸給表適用職員及び再任用職員

の勤勉手当並びに任期付研究員及び特定任期付

職員の期末手当についても、同様に支給月数を

引き上げることとする。

⑶　その他

ア　博士課程修了者等の初任給基準の見直し

「科学技術・イノベーション基本計画」（令和

３年 ３月26日閣議決定）等に基づき、政府とし

て、産学官の全ての分野において博士人材が活

躍する環境を社会全体で整備する取組が進めら

れていることや、官民を問わず人材獲得競争が

厳しい技術系の人材を公務において確保する必

要があることなどを踏まえ、博士課程修了者等

の処遇を改善するため、本年中に初任給基準の

改正を行い、令和 ５ 年 ４ 月から実施する。な

お、これに伴い、在職者についても所要の調整

を講ずる。

イ　テレワークに関する給与面での対応

本院は、昨年の勧告時の報告において、公務

におけるテレワークの実態や経費負担の状況に

ついて把握しつつ、既に在宅勤務手当を導入し

た企業に対するヒアリングを行うことなどを通

じ、テレワークに関する給与面での対応につい
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て、引き続き研究を進めていく旨言及した。こ

れを踏まえ、研究を進めるため、民間企業や各

府省に対するヒアリングを行うとともに、本年

の「職種別民間給与実態調査」において、民間

企業における在宅勤務関連手当の支給状況につ

いて調査を行った。

ヒアリングを実施した企業においては、光

熱・水道費や通信費の補助等を主な目的とした

手当が支給されており、支給方法については、

在宅勤務の実施回数に応じて日額で支給する方

法や、月に一定回数以上の在宅勤務を実施した

者に月額で支給する方法等があった。また、こ

れらの企業の多くで、通勤手当の見直しが行わ

れていた。

各府省においては、業務内容が多様であり、

テレワークの実施に必要な機器の整備や通信費

の負担等に課題がある中で、本府省を中心にテ

レワークの実施が拡大してきている状況が認め

られた。このような状況の下、各府省及び職員

団体から、職員の経済的な負担を軽減するため

の給与上の措置を求める声もある。

本年の「職種別民間給与実態調査」の結果で

は、在宅勤務を行う者に対して手当を支給する

事業所の割合は28. 2％であり、昨年の調査結果

（23. 1％）から5. 1ポイント増加している。また、

在宅勤務関連手当を支給しない事業所のうち、

手当の支給を検討している事業所の割合は

13. 9％となっている。

以上のような状況を踏まえ、公務において

も、テレワークの実施に係る光熱・水道費等の

職員の負担軽減等の観点から、テレワークを行

う場合に支給する新たな手当について、具体的

な枠組みの検討を進めていく。検討に当たって

は、テレワークに関する民間企業及び公務の動

向を引き続き注視しつつ、手当の支給に関する

事務負担等にも留意し、関係者との調整を行い

ながら、通勤手当の取扱いを含め、措置内容を

まとめていくこととしたい。

５ 　社会と公務の変化に応じた給与制度の整備
⑴　公務を取り巻く情勢と給与をめぐる課題

別紙第 ３で述べるとおり、本院は、能率的で活

力があり、一人一人が躍動できる公務組織の実現

に向けて人材の確保や勤務環境の整備などの取組

を進めることとしている。また、公務において

は、来年度から定年が段階的に引き上げられる。

60歳を超えた職員については当分の間の措置とし

て給与水準が ７割に設定されているが、60歳前後

で連続的な給与水準となるよう、定年の段階的引

上げが完成するまでに、所要の措置を順次講ずる

こととされている。このように、社会や公務の変

化に適応した人事管理が求められる中で、給与制

度についても、以下のような課題に対応できるよ

うアップデートを図っていく必要がある。

ア　優秀な若手人材の獲得競争が激化する中、公

務においては採用試験の申込者数の減少傾向や

若年層職員の退職者数の増加傾向が見られる。

若い世代を誘致・確保する観点では、採用試験

や勤務環境の整備などに関する取組に加え、給

与面における取組も課題となる。

イ　デジタル化等の急速な社会環境の変化に適応

できる能力や専門的な知識経験を持つ人材が必

要とされる中、外部からの積極的な中途採用

や、部内人材も含めた機動的で柔軟な配置・登

用の必要性が高まっている。こうした人事上の

ニーズに対応した給与制度としていく必要があ

る。

ウ　中途採用を始めとする採用ルートの多角化に

より、採用者の年齢・経歴などは多様化してき

ている。また、在職者における大学院修了者の

増加や、今後の定年引上げに伴う人事管理の変

化等により、採用後のキャリアパスについて

も、特定の専門分野に特化したスペシャリスト

を含め、ますます多様化することが見込まれ

る。こうした状況を前提に、職員の能力・実績

や職責を的確に反映する給与制度としていく必

要がある。
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エ　社会全体として、働き方に関する価値観やラ

イフスタイルの多様化が進むとともに、デジタ

ル技術の活用等により働き方の選択肢が増えて

きている。公務においても、女性職員の増加も

背景に、こうした状況に応じて職員が様々な形

で活躍できるよう支援していくことが求められ

る。一方、国民の生命、財産等に直接関わる行

政サービスを提供するため全国各地に展開する

体制を確保するなどの公務組織の要請にも応え

ていく必要がある。こうした状況を踏まえ、給

与についても、職員の事情や公務の実情により

応じたものとしていく必要がある。

⑵　具体的な取組事項

前記の課題に対応する上で、具体的には、例え

ば以下のような点について取組が必要と考える。

・　初任給や若年層職員の給与水準を始めとし

て、人材確保や公務組織の活力向上の観点を踏

まえた公務全体のあるべき給与水準

・　中途採用者を始めとする多様な人材の専門性

等に応じた給与の設定

・　65歳までの定年引上げを見据えた、60歳前の

各職員層及び60歳を超える職員の給与水準（給

与カーブ）

・�初任層、中堅層、ベテラン・管理職層などキャ

リアの各段階における職員の能力・実績や職責

の給与への的確な反映

・　定年前再任用短時間勤務職員等をめぐる状況

を踏まえた給与

・　令和 ６年に見直すこととされている地域手当

を始め、基本給を補完する諸手当に関する社会

や公務の変化に応じた見直し

⑶　今後の取組の進め方

前記の取組に当たっては、公務における人員構

成の変化や各府省の人事管理、民間における給与

の状況等を踏まえつつ、俸給表の構造、初任給・

昇格・昇給の基準、各種手当など、給与制度につ

いて様々な側面から一体的に取組を進めていくこ

ととする。

具体的には、関係者等の意見を聴取しつつ、令

和 ５年夏に具体的な措置についての骨格案を示す

ことができるよう検討を進め、その後更に関係者

と意見交換を行った上で、令和 ６年に、地域手当

を見直すこととされていることも踏まえ、同手当

以外の事項も含め、その時点において必要な給与

制度上の措置の成案を示し、施策を講ずることを

目指す。また、その後も、段階的な定年引上げが

完成する令和13年 ３ 月を見据えた更なる措置等の

必要な取組に向けて、公務・民間における状況の

変化等も見つつ検討を進め、対応を図っていく。

第 ３　給与勧告実施の要請
人事院の給与勧告制度は、労働基本権制約の代

償措置として、国家公務員の適正な処遇を確保し

ようとするものである。

行政需要が増大し、複雑化する中で、効率的な

業務遂行と行政サービスの一層の向上を図るた

め、個々の職員が高い士気を持って困難な諸課題

に立ち向かうことが強く求められている。

そうした状況の下で、全国各地の公務員は、行

政サービスを安定的に提供し、国民の安全・安心

を確保するため、日々職務に精励している。

国家公務員に適正な給与を支給することは、職

員の努力や実績に報いるとともに、組織活力の向

上等を通じて、行政の効率的、安定的な運営に寄

与するものである。

国会及び内閣におかれては、このような人事院

勧告制度の意義や役割に深い理解を示され、別紙

第 ２の勧告どおり実施されるよう要請する。
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別紙第 ２

勧　　告

次の事項を実現するため、一般職の職員の給与

に関する法律（昭和25年法律第95号）、一般職の

任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に

関する法律（平成 ９年法律第65号）及び一般職の

任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律

（平成12年法律第125号）を改正することを勧告す

る。

１ 　一般職の職員の給与に関する法律の改正
⑴　俸給表

現行の俸給表（専門スタッフ職俸給表及び指定

職俸給表を除く。）を別記第 １ のとおり改定する

こと。

⑵　勤勉手当について

ア　令和 ４年12月期の支給割合

ア　イ及びウ以外の職員

勤勉手当の支給割合を1. 05月分（再任用職

員にあっては、0. 5月分）とすること。

イ　特定管理職員

勤勉手当の支給割合を1. 25月分（再任用職

員にあっては、0. 6月分）とすること。

ウ　指定職俸給表の適用を受ける職員

勤勉手当の支給割合を1. 05月分（再任用職

員にあっては、0. 575月分）とすること。

イ　令和 ５年 ６月期以降の支給割合

ア　イ及びウ以外の職員

６月及び12月に支給される勤勉手当の支給

割合をそれぞれ1. 0月分（定年前再任用短時

間勤務職員にあっては、それぞれ0. 475月分）

とすること。

イ　特定管理職員

６月及び12月に支給される勤勉手当の支給

割合をそれぞれ1. 2月分（定年前再任用短時

間勤務職員にあっては、それぞれ0. 575月分）

とすること。

ウ　指定職俸給表の適用を受ける職員

６月及び12月に支給される勤勉手当の支給

割合をそれぞれ1. 025月分とすること。

２ 　一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務
時間の特例に関する法律の改正

⑴　俸給表

現行の俸給表を別記第 ２のとおり改定すること。

⑵　期末手当について

ア　令和 ４年12月期の支給割合

期末手当の支給割合を1. 675月分とすること。

イ　令和 ５年 ６月期以降の支給割合

６ 月及び12月に支給される期末手当の支給割

合をそれぞれ1. 65月分とすること。

３ 　一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に
関する法律の改正

⑴　俸給表

現行の俸給表を別記第 ３のとおり改定すること。

⑵　特定任期付職員の期末手当について

ア　令和 ４年12月期の支給割合

期末手当の支給割合を1. 675月分とすること。

イ　令和 ５年 ６月期以降の支給割合

６ 月及び12月に支給される期末手当の支給割

合をそれぞれ1. 65月分とすること。

４ 　改定の実施時期
この改定は、令和 ４年 ４月 １日から実施するこ

と。ただし、 １の⑵のア、 ２の⑵のア及び ３の⑵

のアについてはこの勧告を実施するための法律の

公布の日から、 １の⑵のイ、 ２の⑵のイ及び ３の

⑵のイについては令和 ５年 ４月 １日から実施する

こと。

〔別記第 １～第 ３（略）。人事院HP参照〕
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別紙第 ３

公務員人事管理に関する報告

社会情勢が急速に変化する中で、質の高い行政

サービスを国民に提供し続けるためには、行政が

いつの時代にも求められる役割を的確に果たせる

よう、これを支える公務組織が能率的で活力のあ

る組織であり続ける必要がある。そのためには、

時代環境に適応できる能力を有する多様な有為の

人材を行政の担い手として継続的に確保し、計画

的な育成を行うとともに、職員一人一人がやりが

いを持って職務を遂行し、その能力を十全に発揮

できる職場環境を整えることが必要不可欠であ

る。また、こうした環境が、公務全体のパフォー

マンスを向上させるとともに公務の魅力となり、

更に有為な人材を公務にひきつけるという好循環

を生み出すことが期待される。

しかし、近年、若年層職員の退職者数は増加傾

向にあり、民間企業等との人材獲得競争がし烈に

なる中で国家公務員採用試験の申込者数も減少傾

向にあるなど、公務における人材の確保は厳しい

状況にある。

本院が昨年度に初めて実施した就職活動を終え

た学生を対象とする意識調査によると、就職先と

して国家公務員を選ばなかった理由として、採用

試験の勉強や準備の負担を挙げる回答が最も多

く、また、長時間労働等の勤務環境に関する不安

を挙げる回答がこれに続いた。少子高齢化とこれ

に伴う生産年齢人口の減少が続く中、公務組織の

中核を中長期的に担うことが期待される優秀な人

材を継続的に確保していくためには、申込者数の

増加に向けた採用試験の在り方の見直しは喫緊の

課題である。

また、行政の直面する課題が複雑化・高度化す

る中、こうした課題に的確に対処していくために

は、職員が必要な能力を培うことができるよう計

画的かつ効果的な育成を行っていくことに加え、

民間企業等において多様な経験・専門性を有する

人材を官民の垣根を越えて公務に誘致することが

不可欠である。本院は、各府省と引き続き積極的

な対話を行い、現行制度の下で可能な運用につい

て明文化を含め分かりやすい説明に努めるととも

に、民間人材の採用の円滑化に向けた制度的な課

題を的確に把握し、それらの解消にスピード感を

持って取り組んでいく。あわせて、これらの人材

がその能力を十全に発揮できるような適切な環境

整備に向けた各府省の取組を支援していく。

公務組織を能率的で活力あるものとし続けるた

めには、組織の構成員である職員のWell-beingの

実現を図り、高い意欲とやりがいを持って生き生

きと働き続けられる職場環境を整備することが肝

要である。このことが、公務職場の魅力を高め、

多様な有為の人材から働く場として選ばれること

にもつながる。

そのためには、公務職場に関する職員の意識を

定期的に把握し、その結果を踏まえた施策を講じ

ていくことも有効と考えられる。

働き方に関する価値観やライフスタイルが多様

化する中で、個々の職員がその希望や置かれてい

る事情に応じた働き方を選択できることが重要で

ある。令和 ２年度年次報告書で示した職員意識調

査結果においても、働き方改革とワーク・ライ

フ・バランスが課題と認識されており、公務にお

ける働き方改革の推進は急務である。中でも、長

時間労働の是正は、職員の健康の確保やワーク・

ライフ・バランスの実現の観点はもとより、人材

確保の観点からも重要かつ喫緊の課題である。

また、社会全体のデジタル化の推進が重点課題

となる中、公務におけるデジタルトランスフォー

メーションの推進を通じた行動変容等の観点から

も、テレワークの推進は極めて重要である。テレ

ワークを実施可能な環境が整備されることに伴

い、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能
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となってきており、このような働き方に対応した

勤務時間制度の整備が求められる。

さらに、民間において従業員等の健康管理を経

営的な視点で考え、戦略的に実践する健康経営が

進展している中、公務においても、今後、定年の

引上げに伴い高齢層職員が増加するほか、女性職

員の割合が増加していることなどから、これらの

職員も念頭に置いた職員の健康管理がより重要と

なる。

前述の職員意識調査結果においては、能力・専

門性の向上について職員の関心が高い一方、成長

実感や将来展望については否定的な傾向が見られ

た。今後、定年の引上げに伴い在職期間が長期化

する中で、公務の組織活力を維持・向上させるた

めには、能力・実績に基づく人事管理を徹底する

とともに、本院がこれまでも提言してきた １ポス

ト当たりの在任期間の長期化や人事評価のプロセ

ス等において管理職員と部下職員が円滑なコミュ

ニケーションを図ることなどにより、職員の専門

性の向上や能力伸長を支援したり、自らのキャリ

アを自律的に考えられるようにしたりする取組が

強く求められる。

本院は、以上のような課題認識を踏まえ、採用

から退職に至るまでの公務員人事管理全般につい

て取組を進め、能率的で活力があり、一人一人が

躍動できる公務組織の実現に向けて全力を挙げて

その責務を適切に果たしていく。これら諸課題へ

の具体的な取組の方向性は以下のとおりである。

１ 　人材の確保
⑴　採用試験の見直し

ア　令和 ４年度内に方針を決定する施策

ア　総合職春試験の実施時期の前倒し

民間企業等との人材獲得の厳しい競合の

下、公務に優秀な人材を確保することは最重

要課題の一つである。

本院が実施した学生への意識調査や民間企

業等による各種調査によると、学生が民間企

業の内々定を得る時期は年々早期化してい

る。このような中、各府省からは、春に実施

している総合職試験（以下「総合職春試験」

という。）の実施時期を前倒ししてほしいと

の意見が多く寄せられている。

こうした状況を踏まえ、総合職春試験の最

終合格者発表日後に行われる官庁訪問（各府

省が行う採用面接等）について、民間企業の

内々定解禁日（ ６月 １日）と同時期に行える

環境を整備する。

そのためには、総合職春試験の最終合格者

発表を ５月下旬（現行 ６月下旬）に行う必要

があることから、同試験の第 １次試験を現行

の ４月下旬実施から ３月中下旬実施に早める

ことが不可欠となる。このような試験実施時

期の前倒しについては、学生の受験準備に与

える影響も考慮しながら進める必要があるこ

とから、段階的に実施することとし、令和 ５

年の第 １次試験は ４月上旬実施（ ６月上旬最

終合格者発表）、令和 ６ 年の第 １ 次試験から

は ３月中下旬実施（ ５月下旬最終合格者発表）

とする。

イ　総合職試験（大卒程度試験）「教養区分」

の受験可能年齢の引下げ

各府省から、民間企業における採用活動の

早期化に対応するためには、採用試験の受験

可能年齢を引き下げ、大学 ２年生以下でも受

験できるようにすべきとの意見が寄せられて

いる。

本院としても、有為な人材を確保するため

には、年々進む民間企業の採用活動の早期化

に対応していくことが重要であり、採用試験

の実施時期の前倒しに加えて、採用試験の受

験可能年齢の在り方についても見直すことが

必要であると認識している。
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このような認識に基づき、毎年秋に実施し

ている総合職試験（大卒程度試験）「教養区分」

について、令和 ５年の試験から現行の受験可

能年齢を １ 歳引き下げて「19歳以上」とし、

大学 ２年生でも受験できることとする。

ウ　幅広い専門分野の人材が受験しやすい総合

職試験の実現

総合職試験全体の申込者数が減少傾向にあ

る中、専門分野に関係なく受験できる「教養

区分」の申込者数は堅調に推移している状況

にあり、かつ、各府省における同区分からの

採用者数は増加し続けている。

本院としても、このような「教養区分」を

めぐる現状を踏まえ、より多くの志望者が同

区分を受験しやすくなるような施策を採るこ

とが重要と認識しており、本年の試験から東

京都及び大阪市に加え、札幌市及び福岡市を

第 １次試験地として追加することとしたとこ

ろである。さらに、令和 ５年の試験から上記

４都市以外にも試験地を追加し、同区分を更

に受験しやすい環境に整備していく。

また、近年、総合職試験の事務系の採用者

に占める人文科学専攻者の割合が上昇傾向に

あり、その多くが必ずしも大学の専攻と一致

しない「法律区分」等で合格し、採用されて

いる状況がある。

こうした状況を踏まえ、本院としては、人

文科学専攻者が自らの専門分野で受験しやす

い試験区分を設け採用試験の間口を拡大する

ことが重要との認識の下、人文科学専攻者が

自らの専門分野で受験しやすい試験区分の在

り方について、各府省のニーズを踏まえなが

ら検討を進め、令和 ６年の総合職試験から必

要な措置を講ずる。

エ　採用試験の合格有効期間の延伸（第二新卒

等の確保）

現在、総合職試験と一般職試験（大卒程度

試験）（以下「一般職大卒程度試験」という。）

のいずれも、合格後に採用候補者として名簿

に記載される期間（以下「合格有効期間」と

いう。）は ３ 年間となっている。このため、

大学 ４年生で採用試験に合格した者が民間企

業等で数年間勤務した後いわゆる第二新卒と

して国家公務員への転職を目指す場合や、修

士課程在学中に採用試験に合格後博士課程を

修了してから国家公務員への就職を目指す場

合、合格有効期間は失効してしまうことか

ら、再度採用試験を受験する必要がある。

本院としては、これらの多様な人材を確保

していくことが重要であるとの認識の下、国

家公務員採用試験の合格者が一定の経験等を

経た後、再度採用試験を受験することなく各

府省の官庁訪問を受けられるよう間口を拡大

することが必要と考えている。

このため、現行 ３年間となっている総合職

試験と一般職大卒程度試験の合格有効期間に

ついて、令和 ５ 年の試験から、「教養区分」

以外については ５ 年間、「教養区分」につい

てはイの受験可能年齢の引下げ及び「教養区

分」以外の試験合格者との官庁訪問機会の均

衡を考慮して ６年 ６箇月間にそれぞれ延伸す

る。

オ　受験しやすい基礎能力試験の実現

昨年、本院が大学教職員に行ったヒアリン

グでは、公務員試験において、「特に理系学

生にとって専門外である人文科学及び社会科

学の分野における知識分野の負担が大きい」、

「民間企業の採用意欲が高い理系学生を公務

に誘致するのであれば専門外の分野について

は試験の負担を軽減すべきではないか」との

意見が寄せられた。
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本院としても、人材獲得競争が激しい理系

学生を確保していくためには、国家公務員と

民間企業を併願する学生にとってより受験し

やすい基礎能力試験の在り方について検討す

る必要があると考えている。そのため、能力

実証の観点に留意しつつ、令和 ６年以降の総

合職春試験及び一般職大卒程度試験における

基礎能力試験の知識分野の取扱いに関し、現

行より受験しやすくなるよう検討を進める。

カ　その他の施策

上記の施策に加え、総合職試験（「行政区

分」、「政治・国際区分」、「法律区分」及び「経

済区分」）の専門試験（記述式）の解答題数、

基礎能力試験における情報分野に関する出題

の在り方についても検討を進める。

イ　令和 ５年度内を目途に方針を決定する施策

ア　総合職試験（大卒程度試験）（「教養区分」

以外）及び一般職大卒程度試験の受験可能年

齢の引下げ

上記のとおり、各府省からは、民間企業に

おける採用活動の早期化に対処するため、採

用試験の受験可能年齢を見直し、大学 １、 ２

年生から採用試験を受けられるようにすべき

との意見がある。また、今後、民間企業にお

けるインターンシップで得た学生情報を採用

活動に活用することが可能となることから、

民間企業における採用活動はますます早期化

する可能性がある。

一方で、受験可能年齢の引下げを行う場合

は、採用試験に合格した年度の官庁訪問には

参加せず、翌年度以降の官庁訪問を経て採用

内定を希望する者が相当程度増えることが想

定される。このことから、採用規模が大きい

総合職試験（「教養区分」以外）及び一般職

大卒程度試験においては、各府省における採

用活動に支障を来さないよう工夫する必要が

ある。

このため、総合職試験（「教養区分」以外）

及び一般職大卒程度試験における受験可能年

齢の引下げについては、先行して行う「教養

区分」における受験可能年齢の引下げによる

影響を分析しつつ、検討を進める。

イ　一般職大卒程度試験における新区分の創設

昨年、本院が大学教職員に行ったヒアリン

グでは、「一般職大卒程度試験について、主

な併願先となっている地方公共団体の採用試

験と比べ試験科目が多いことが負担感を増し

ている」との意見が多く寄せられた。また、

本院が昨年実施した学生への意識調査でも、

国家公務員を敬遠する理由として、「採用試

験の勉強・準備が大変であること」を挙げる

者が多かった。

本院としても、国家公務員採用試験の間口

を拡大することが必要と考えており、能力実

証の観点に留意しつつ、地方公共団体と併願

する例が多いとされる一般職大卒程度試験に

おいて、専門試験を課さない試験区分を新設

することについて検討を進める。

ウ　総合職試験（院卒者試験）の受験資格の見

直し

昨年、本院が大学教職員に行ったヒアリン

グでは、「特に人材獲得競争が激しい理工系

大学院生については、修士課程 １年生時に実

質的な民間企業の就職活動が終了しており、

修士課程 ２年生でしか受験できない総合職試

験（院卒者試験）の時期まで待っていられな

い学生が多い」との意見が寄せられた。

こうした状況を踏まえ、本院としても、高

度の専門性を有する理工系大学院生を獲得す

るため、現行の総合職試験（院卒者試験）の

受験資格を見直すことにより、修士課程 １年

生時に受験可能とすることについて検討を進
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める。

⑵　民間との人材交流の円滑化

社会環境の急速な変化に的確に対応できる能力

を有する人材を確保していくためには、公務部内

における人材育成だけでなく、公務と民間との間

の人材の流動性を高め、民間の知見を積極的に公

務に取り入れていくことが重要である。

こうした中で、各府省においては、高度の専門

性を持った民間のデジタル人材が有する知見を活

用するニーズが高く、今後も採用者数が増加して

いくものと考えられるため、このようなデジタル

人材を特定任期付職員として機動的に採用できる

よう、本年 ７月に、本院の明示する公務及び任用

の公正性の確保等に関する要件を満たす場合に

は、本院による事前の審査手続を不要とし、各府

省限りで採用を行えることとした。今後とも、各

府省のニーズを踏まえつつ、公務が必要とする高

度の専門性を有する民間人材を特定任期付職員と

して円滑に採用することができるよう、積極的に

取り組んでいく。

あわせて、一般任期付職員の採用について、昨

年11月に行った本府省の課長補佐級以下の官職へ

の採用手続の基準化に続き、本府省の課長級・室

長級の官職への採用についても、本院の明示する

公正性の確保等に関する要件を満たす場合には、

本院による事前の審査手続を不要とし、各府省限

りで行えることとした。

民間人材の給与決定については、デジタル人材

に限らず、現行制度の下で柔軟な取扱いが可能と

なっており、本院は、各府省において制度を的確

に活用し、民間経験を適切に評価した給与決定が

行えるよう支援するため、こうした柔軟な取扱い

に関する周知活動等を行ってきたところである。

さらに、本年秋までに、こうした柔軟な取扱いに

関し、通知による明文化を行い、併せて運用上の

判断目安や運用事例等も示すことにより、各府省

における活用を支援する。

加えて、民間人材の高度な専門性や業績等に応

じた柔軟な給与決定や、部内職員も含めた機動

的・柔軟な配置による人材の活躍をより一層支援

するため、給与制度の見直しも進める。具体的に

は、本年秋までに、特に高い業績を挙げた特定任

期付職員に支給される業績手当の支給要件を明示

して人事院との協議を要することなく支給できる

ようにするとともに、優秀な若手・中堅職員の抜

てきを行う場合の給与決定についても各府省限り

で行えるよう枠組みの整備を行う。

国と民間企業との間の人事交流に関する法律に

基づく官民人事交流については、その更なる活用

を促進する観点から、公務の公正性の確保に影響

を及ぼさないよう十分に留意しつつ、国の機関に

置かれる部局等と民間企業との間の人事交流の制

限に関する事項等について交流基準の見直しを検

討し、交流審査会の了承が得られた内容について

本年中に措置を講ずる。あわせて、各府省の事務

負担を軽減するとともに、手続の更なる迅速化を

図るため、官民人事交流に係る審査資料の簡素化

を含め、審査事務の合理化を行う。

２ 　人材の育成と能力・実績に基づく人事管理の
推進等
個々の職員の能力を十分に引き出し、組織とし

て最大限のパフォーマンスを発揮するためには、

各府省において、管理職員による日々の指導や人

事評価を通じて職員の能力、適性等を的確に把握

した上で、それらを考慮した計画的な配置や多様

な勤務機会の付与を含めた育成を行うとともに、

人事評価の結果を任用、給与等に適切に反映する

ことが重要である。

また、職員が自らのキャリアに対する不安を緩

和し、自律的に考えられるようにするためには、

各府省の人事当局において、職員にキャリアパス

のモデルやロールモデルを示すことや、職員の中

長期的なキャリアの希望を踏まえた育成方針等を

管理職員と共有し、成長機会を積極的に付与する
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ことが強く期待される。あわせて、管理職員に

は、期末面談等の機会を捉えて今後のキャリアに

資するような指導・助言を行うなど、部下職員と

のコミュニケーションを適切に図ることが求めら

れる。

⑴　研修を通じた人材の育成

研修（Off-JT）については、職場での人材育

成（OJT）を補完し、キャリア形成や各役職段階

での能力発揮など、様々な場面で職業生活を支え

る重要なものであり、本院としては、多様で効果

的な研修を幅広く提供し、各府省における有為な

人材の育成を促進していく。

具体的には、行政研修（課長級）に、組織統率

や人材育成等に関するマネジメント能力の向上に

重点を置いたコースを新設する。また、係長級や

課長補佐級などの職員についても、マネジメント

に係る基礎的な知識やスキルを身に付けること

が、能率的で活力あるチームづくりに主体的に取

り組む力の向上につながることから、コーチン

グ、リーダーシップ、コミュニケーション等に関

する研修教材の作成などに取り組んでいく。

あわせて、若年層の職員を中心に、成長を実感

しながら活躍することができるよう、自身のキャ

リア形成について考え、仕事や能力開発への意欲

を向上させる機会となる研修を充実させていく。

さらに、民間企業での実務経験を有する者等の

採用が増加傾向にあることを踏まえ、これらの者

に対しても、早期に公務になじみ能力を発揮でき

るよう研修教材等の充実などを通じて支援してい

く。

女性職員の登用拡大に向けては、性別や家庭の

事情などに係る無意識の思い込み（アンコンシャ

ス・バイアス）にとらわれずに人事配置や人材育

成等が行われることが重要であることから、管理

職員を対象とする研修等を通じて意識改革を推進

していく。

これらの研修も含め、今後とも、各府省からの

ニーズの高い研修を中心に、より多くの職員が受

講できるよう、オンライン教材の充実・活用等を

図っていくとともに、それぞれの研修について、

その趣旨や目的に応じた目標設定やフィードバッ

クの方法などを工夫しながら実効性を高めてい

く。

⑵　能力・実績に基づく人事管理の推進等

人事評価については、昨年 ９月に制度の見直し

が行われたところであり、人材育成やマネジメン

ト強化のツールとして人事評価を活用することな

ど一部は昨年10月に施行され、本年10月からは、

職員の能力・実績をよりきめ細かく的確に把握す

るための評語の細分化等が施行される予定であ

る。

本院としては、見直し後の人事評価制度に基づ

く評価結果をより適切に任用、給与等に反映する

ための人事院規則の改正を昨年12月に行ったとこ

ろであり、改正後の新たな基準に基づき、各府省

において高い能力・実績のある人材の登用やメリ

ハリのある処遇がなされるよう、引き続き制度内

容の周知等の取組を進める。あわせて、人事評価

を活用した人材育成や人事評価に対する職員の納

得感の向上に資するよう、管理職員の評価・育成

能力の向上に向けて各府省が実施する研修を支援

するとともに、各府省と連携・協力し、人事評価

及びその任用、給与等への反映に関する職員の苦

情の適切な解決を図っていく。

３ 　勤務環境の整備
⑴　長時間労働の是正

ア　超過勤務の上限規制の運用状況

国家公務員の超過勤務については、平成31年

４ 月から、人事院規則により、超過勤務を命ず

ることができる上限を設定している。ただし、

大規模災害への対処等の重要な業務であって特

に緊急に処理することを要する業務（以下「特

例業務」という。）に従事する職員に対しては、
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上限を超えて超過勤務を命ずることができる

が、その場合には、各省各庁の長は、当該超過

勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わな

ければならないこととしている。

各府省において上限を超えた職員について、

令和 ２年度の状況を本院が把握したところ、そ

の状況は下表のとおりであり、本府省の他律的

業務の比重の高い部署（以下「他律部署」とい

う。）においては、25. 2％の職員が上限を超え

ており、また、上限の基準別では、 １箇月につ

いて100時間未満の上限を超えた職員が13. 8％、

２箇月から ６箇月の平均で80時間以下の上限を

超えた職員が18. 1％となっていた。

○ 上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合（他律部署）
〔本府省・本府省以外で見た場合〕

全体 本府省 本府省以外

13. 6％ 25. 2％ 2. 1％
 （注）数値は、他律部署における年度末定員の総数を�100�とした場合のもの（次表についても同様）。

〔基準別で見た場合〕
全体 本府省 本府省以外

１月�100�時間未満 7. 2％ 13. 8％ 0. 7％

年�720�時間以下 5. 6％ 11. 0％ 0. 3％

２ ～ ６ 月平均�80�時間以下 9. 5％ 18. 1％ 1. 0％

月�45�時間超は年 ６回まで 9. 6％ 18. 0％ 1. 2％
 �（注�）本府省の他律部署における上限を超えた職員は、 ４つの基準のうち平均して ２つ以上基準を超えて

いる。

○ 上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合（自律部署）
〔本府省・本府省以外で見た場合〕

全体 本府省 本府省以外

7. 0％ 14. 1％ 6. 6％
 （注） １ � 「自律部署」とは、他律部署以外の部署をいう。以下同じ。
  　　 ２ �数値は、自律部署における年度末定員の総数を�100�とした場合のもの（次表についても同様）。

〔基準別で見た場合〕
全体 本府省 本府省以外

１月�45�時間以下 6. 3％ 13. 5％ 5. 9％

年�360�時間以下 3. 9％ 8. 3％ 3. 6％

○ 他律部署の指定状況（令和 ２年度）
全体 本府省 本府省以外

25. 9％ 76. 0％ 15. 6％
 （注）数値は、全部署（他律部署及び自律部署）における年度末定員の総数を�100�とした場合のもの。
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上限を超えた職員が従事していた主な特例業

務としては、大規模災害への対処、重要な政策

に関する法律の立案、他国又は国際機関との重

要な交渉のほか、新型コロナウイルス感染症対

策関連業務、予算・会計関係業務、人事・給与

関係業務、国会対応業務等があった。

特に、令和 ２年度においては、年間を通じて

新型コロナウイルス感染症対策関連業務が発生

していたこと等により、令和元年度よりも上限

を超えた職員が増加した。

イ　客観的把握に基づく勤務時間管理等について

の指導・助言

超過勤務の縮減に当たっては、職員の勤務時

間を適正に把握し、管理することが重要であ

る。本年 ３月には、人事院事務総局職員福祉局

長通知を改正し、各府省における勤務時間の客

観的把握を開始している部局では、これに基づ

き、適正に超過勤務時間を管理するよう求める

とともに、本年 ４月には、超過勤務の縮減に向

けた指導を徹底するため、勤務時間調査・指導

室を新設した。同室において、勤務時間の管理

等に関する調査を本年 ６ 月から実施しており、

本年度内に本府省の約30機関、地方の約40官署

に対して実施する予定である。その際、対象と

なる職員ごとに客観的な記録（在庁時間）と超

過勤務時間を突合し、大きなかい離があればそ

の理由を確認するなどして、客観的な記録を基

礎とした超過勤務時間の適正な管理について指

導を行うこととしている。

また、同室の調査や制度の運用状況の聴取の

機会などを通じて、引き続き各府省における超

過勤務の上限に関する制度の運用状況を把握し

た上で、他律部署の範囲について業務の実態に

即して課室よりも細かく指定するよう指導を行

うとともに、特例業務の範囲が必要最小限とな

るよう指導を行っていく。さらに、各府省のマ

ネジメントに責任を有する者に対して、長時間

の超過勤務を行う職員に対する医師による面接

指導の徹底を求めるとともに、管理職員等のマ

ネジメントに関する助言等を行い、デジタルを

活用した事例など業務の合理化・見直しの実例

を含めた各府省の好事例を収集・整理した上で

横展開していく。

ウ　業務量に応じた定員・人員の確保等

組織の構成員である職員のWell-beingの実現

の観点から、長時間労働の是正が不可欠であ

り、そのためには、各職場における管理職員等

のマネジメントの強化と併せて、府省の組織全

体として業務の削減・合理化に取り組むことが

必要である。現在、政府において、デジタル ３

原則を基本原則としつつ、行政のデジタル化を

着実に推進することとされており、これを機に

より一層の業務の合理化等が求められる。

こうした業務の合理化等を行ってもなお長時

間の超過勤務により対応せざるを得ない場合に

は、各府省において、業務量に応じた柔軟な人

員配置や必要な人員の確保に努める必要があ

る。

現在、各府省においては、平時の限られた定

員の下で、早急な実施が求められる内閣の重要

施策に係る業務や、新型コロナウイルス感染症

や大規模災害などの緊急の事態に係る業務に、

他部署からの一時的な応援などにより対応して

きている。

これらの業務については、一定の増員がなさ

れている部局もある一方で、過去の定員削減の

影響を受けている官房部局など、業務量に比し

て定員が十分ではないために必要な人員を配置

することができず、恒常的に長時間の超過勤務

により対応せざるを得ない部局等も依然として

ある。

このため、本院としては、定員管理を担当す

る部局に対して必要な働きかけを行うととも

に、各府省における人材の確保に向けた取組の
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支援を行っていく。

エ　国会対応業務の改善

国会対応業務は、特に本府省の他律部署にお

いて上限を超えて超過勤務を命ぜられた主な要

因の一つとして挙げられており、職員にとって

依然として大きな負担となっている。昨年の給

与勧告時の報告において、国会対応業務の改善

を通じた国家公務員の超過勤務の縮減につい

て、国会等の一層の御理解と御協力をお願いし

ており、人事院総裁が衆議院議長及び参議院議

長並びに国会議員に働きかけるなど、本院とし

て様々な機会を捉えて取組を行った。国会等の

御理解と御協力を頂き、各府省からは、質問通

告の早期化、オンラインによる対応が進み超過

勤務の縮減にもつながったとの声が聞かれると

ともに、これらをより一層推進することを求め

る声があったところであり、引き続き国会対応

業務に係る各府省の実態把握に努めていく。国

会対応業務に係る超過勤務の縮減について、本

院としては、各府省に対して更なる業務の合理

化等に取り組むことを求めるとともに、国会を

始めとする関係各方面の御理解と御協力をお願

いしていきたい。

⑵　テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務

時間制度等の検討

本院では、本年 １月から、学識経験者により構

成する「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した

勤務時間制度等の在り方に関する研究会」を開催

している。研究会においては、関係者からのヒア

リング等を交えながら、テレワーク、フレックス

タイム制、勤務間インターバルといった検討事項

について議論が行われている。これらの検討事項

のうち既存の制度であるフレックスタイム制につ

いては、論点がより明確であることから、先行し

て議論を深めることとなり、本年 ７ 月には、フ

レックスタイム制及び休憩時間制度の柔軟化を早

期に実施すべきとの中間報告が取りまとめられ

た。

現行のフレックスタイム制は、原則として全て

の職員に適用されているが、一般の職員について

は、職員が官署で共に勤務することを前提に、コ

アタイムや １ 日の最短勤務時間数が長く設定さ

れ、職員による勤務時間の選択の幅が狭くなって

いる。一方、昨今、テレワークが広がってきてい

ることに伴い、コミュニケーションツールや勤務

時間管理システムなど、場所や時間を有効に活用

できる柔軟な働き方が可能となる環境が整備され

てきている。

テレワークやフレックスタイム制の活用による

柔軟な働き方の推進は、職員一人一人の能力発揮

やワーク・ライフ・バランスの実現、健康確保に

資するものであり、ひいては職員のエンゲージメ

ントを高め、公務能率の向上や多様な有為の人材

確保につながるものである。このような観点か

ら、執務態勢の確保、職員の健康確保等について

も考慮しつつ、研究会において検討がなされた結

果、現行のフレックスタイム制を柔軟化すること

で見解の一致が見られた。主な内容は、次のとお

りである。

①　各府省・部署の業務の状況等によって最適な

柔軟化の程度が異なることを踏まえ、次のとお

り現行よりも柔軟な基本的枠組みを人事院規則

で定めた上で、各府省がその範囲内で業務の実

情等に応じて府省・部署ごとに最適なパターン

を内規により設定可能とすることが適当であ

る。
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②　各府省において基本的枠組みよりも更に柔軟

なパターンを設定しようとする場合には、人事

院との協議を通じて、職員の健康及び福祉が確

保されることを確認することが適当である。

また、休憩時間制度については、テレワーク等

による柔軟な働き方が広がる中で、同一の部署の

職員に休憩時間を一斉に付与する必要性が低下し

ている場合があり、特に在宅勤務の場合、職員の

ライフスタイルによって休憩時間を置くことを希

望する時間帯が区々であると考えられる。このた

め、休憩時間の置き方の規制について、勤務能率

や職員の健康等を考慮しつつ、一定程度の緩和を

するとともに、フレックスタイム制の場合には、

各省各庁の長が職員の申告を考慮して休憩時間を

設定できることとすることが適当とされた。

本院は、研究会から中間報告において提言され

たフレックスタイム制及び休憩時間制度の柔軟化

は、職員の勤務条件及び公務能率の向上に資する

ものであると考えることから、この提言の内容を

基本として、関係各方面と調整の上、令和 ５年 ４

月から実施されるよう、人事院規則等の改正など

の必要な措置を速やかに講ずる。その際、改正後

の制度や具体的な活用例を記載した職員向け周知

啓発資料を作成して各府省に提供するなど、各府

省における円滑な実施を支援する。

柔軟化された制度が十分活用されるためには、

手続を効率化することが望ましいことから、勤務

時間管理のシステム化を速やかに進める必要があ

る。また、勤務時間を柔軟化しても執務態勢を確

保するためには適切なマネジメントが不可欠であ

り、研修等を通じて管理職員のマネジメント能力

の強化を図る必要がある。さらに、柔軟化した制

度が実際に職員の柔軟な働き方につながるように

運用されるためには、執務態勢が制約要因となら

ないよう業務量に応じた要員が十分に確保される

必要がある。中間報告においては、これらの点に

ついても併せて提言が行われており、本院とし

て、関係機関に対し勤務時間管理のシステム化の

推進を求めるとともに必要な協力を行う。また、

内閣人事局と連携してマネジメント能力強化のた

めの取組を実施し、あわせて、⑴で述べたとお

り、長時間労働の是正の観点からも、定員管理を

担当する部局への必要な働きかけを行っていく。

今後、研究会においては、テレワークや勤務間

インターバル確保の方策について更に議論を深め

ることとされ、テレワーク時の休憩時間の在り方

柔軟化後の基本的枠組み
 （下線部分は現行制度より柔�
軟化する事項）

（参考）現行制度

単位期間 ４週間 同左
当初の割振期限 単位期間の開始以前 単位期間の開始以前

 （できる限り １週間前まで）
割振り後の変更 当該日の勤務時間開始前まで 同左
コアタイム 毎日 ２～ ４時間

 （ ９時～16�時の間に設定）
ただし、各省各庁の長が定める�
週 １ 日は免除可

毎日 ５時間
 （ ９時～16�時の間に設定）

フレキシブルタイム ５時～22�時 ７ 時～22�時
１ 日の最短勤務時間数 ２～ ４時間

 （コアタイム免除日はこれを�
下回る時間を割り振ることも�
可能） 

６ 時間
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やフレックスタイム制における １日の最長勤務時

間数などについても併せて検討することとされ

た。また、中間報告で言及されたフレックスタイ

ム制等の柔軟化以外の柔軟な働き方に対応した勤

務時間制度の在り方等についても引き続き検討を

行うこととされている。

これらの検討事項について、研究会において、

本年度内を目途に結論を得るべく、引き続き検討

を進めていくこととされている。

⑶　健康づくりの推進

職員が個々のWell-beingを実現することは、公

務組織を能率的で活力のあるものにするためにも

重要であり、各自の健康増進がその土台となる。

近時、企業が従業員の健康に配慮することによっ

て経営面においても大きな成果が期待できるとの

認識に立って、健康を経営的視点から考え戦略的

に実践するという健康経営が注目されており、民

間においては、健康管理施策に積極的に投資が行

われていくとされている。こうした中、公務にお

いても、今後、高齢層職員や女性職員の割合が増

加していくことも念頭に置きつつ職員の健康管理

施策を一層推進する必要があるが、そのための健

康管理体制は必ずしも十分とは言えない。

このため、本院としては、各府省における健康

管理医、健康管理者及び健康管理担当者の配置状

況や、心身の健康に係る各種相談体制の実態を調

査するとともに、民間における健康経営の状況も

把握しつつ、各府省における健康管理体制を充実

させるための方策について検討する。

また、公務においては、心の疾病による長期病

休者の数が長期病休者全体の ６割を超え、長期病

休者率も上昇している状況が続いている。

職員の心の不健康な状態を未然に防止するため

創設されたストレスチェック制度について、有識

者から意見を聴取し、本年 ２月に、エンゲージメ

ントの状況等を確認できる調査項目を追加して実

施することや同制度を活用して職場環境改善をよ

り効果的に行うことなどを内容とする報告書を取

りまとめた。これを踏まえ、ストレスチェックの

更なる活用、メンタルヘルス施策の推進に向けた

健康管理体制の充実等の具体的な取組について各

府省へ通知しており、国家公務員健康週間等の機

会において、引き続きこれらの取組を促してい

く。

さらに、本院が設けている「こころの健康相談

室」については、相談を希望する職員や各府省の

担当者がより相談しやすい体制となるよう、本年

度より一部の窓口においてオンライン相談を導入

したところである。その結果、オンライン相談を

実施している窓口における本年度第 １四半期の相

談件数はおよそ1. 5倍に増加し、その約半数がオ

ンライン相談となっており、地方官署を中心に

ニーズがあった。今後、全ての窓口でオンライン

相談に対応できるよう体制を拡充するとともに、

その活用を周知することにより、心の健康づくり

を一層推進する。

⑷　仕事と生活の両立支援

本院は、昨年 ８月、男性職員による育児の促進

や女性職員の活躍促進を更に進めるため、育児休

業の取得回数制限を緩和するための国家公務員の

育児休業等に関する法律の改正について意見の申

出を行った。あわせて、妊娠、出産、育児等と仕

事の両立支援のため、人事院規則等の改正によ

り、休暇・休業等に関する措置を一体的に講じる

ことを表明した。

意見の申出に基づき、同法が改正され、本年10

月 １ 日から施行される。また、人事院規則等を改

正し、非常勤職員も含め、不妊治療のための出生

サポート休暇の新設、育児休業の取得の柔軟化等

の措置を講じた。

本院としては、これらの制度が職員に広く活用

されるよう、両立支援制度を利用しやすい勤務環

境を整備するため、不妊治療と仕事の両立に関す

るイベントの開催、職員向けのリーフレットや管
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理職員向けの研修教材の提供等、その内容を充実

させて周知啓発や各府省に対する支援・指導に取

り組む。あわせて、両立支援制度を利用する職員

のキャリア形成や職場復帰の支援について、内閣

人事局とも連携して取組を強化する。

さらに、令和 ５年 ４月から国家公務員の定年が

段階的に65歳まで引き上げられることも踏まえる

と、今後は、介護に加えて、職務に有用な専門性

を高めるために必要な学び直しのニーズも高まる

と考えられる。自己啓発等休業制度の利用を希望

する職員からも、制度の対象となる修学等の拡充

の要望を受けているところである。このような新

たなニーズと仕事との両立支援が一層重要になる

ことから、⑵で述べたテレワーク等の柔軟な働き

方に対応した勤務時間制度等の検討のほか、介護

休暇や自己啓発等休業制度等についても必要な調

査研究を行う。

⑸　ハラスメント防止対策

ハラスメント防止対策については、人事院規則

に基づき、研修の実施、苦情相談体制の整備等の

対策を講じているところであるが、苦情相談につ

いてみると、昨年度に本院が受け付けた苦情相談

のうち相談内容として最も多いのが「パワー・ハ

ラスメント、いじめ・嫌がらせ」で、全体の事案

数の30. 4％となっている。このため、引き続き、

地方機関を含めた全ての職場においてハラスメン

ト防止対策を徹底することが必要である。

防止対策においては、幹部・管理職員の役割が

極めて重要であることから、現行の幹部・管理職

員ハラスメント防止研修について、組織マネジメ

ントの観点も反映したより実効性のあるものとな

るよう研修内容を見直して令和 ５年度から実施す

る。また、各府省においてハラスメントに関する

相談に対応する担当者には、専門的なスキルや経

験の蓄積が求められるが、現状では、必ずしも十

分な状況とは言い難い。ハラスメント事案の迅

速・適切な解決に向けて専門性の向上や担当者が

適切に対応できる体制整備が必要であることか

ら、それらの実現に向けて、各府省における事案

の解決や相談体制に係る実情・課題を本年度内に

把握し、対応を検討する。
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（参考 ２）「参考資料」（抜粋）

１ 　国家公務員給与関係
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２ 　民間給与関係
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（参考 ３）給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント（抜粋）
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